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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では，教育，研究，地域貢献，経営等に関する重要事項を検討するため，校長のリーダーシッ

プの下で教務主事をはじめ各主事等が校長を補佐し，各種委員会，分科会，部会及び主事補会議等に

おいて検討，作業した事項等を運営会議で審議・検討し，最終的に校長が意思決定する体制となって

いる。校長を補佐する体制としては，学校教育法施行規則に定められた３主事（教務主事，学生主事，

寮務主事）及びそれを補佐する主事補のほか，校内規則により定められた３主事（研究主事，図書館

主事，渉外担当主事）を配置し，さらに専攻科長，教養教育科長，学科長を加え，多様化する役割を

分担している。委員会は，その検討する事柄の性質により，校長が直接主宰するものと，校長が指名

した者が主宰するものとに分かれ，委員会の下には，具体的事項を検討・作業する分科会，部会を設

置し，それぞれの役割・責任分担を明確にしている（資料11－１－①－1～14）。また，各委員会は

自己点検評価改善委員会が行う年１回の委員会等活動報告会にて１年間の活動内容を報告し，校長が

チェックしている。 

本校の管理運営に関する「自己点検・評価改善システム」は，策定した具体策（PLAN）の達成に向けて行っ

た改善活動(DO)の点検結果（CHECK）を受けて，その改善に向けた対処を促し（ACTION），それを受けて対

策を講じる（Re-PLAN）という自己点検・評価改善（PDCA）サイクルで構成している。なお、迅速な意思決定を

要する事項については直接校長が判断を下している（資料11－１－①－15）。 
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資料11－１－①－１

運営組織 

 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料11－１－①－２

 

（出典 総務課資料）

 

 

 

 

平成２４年４月１日現在

　（校長が主宰） 　（校長が指名した者が主宰）

外部評価委員会 運　営　会　議 教務委員会 主事補会議

リスク管理室 専攻科分科会

（附属施設等） 対策本部 学生表彰選考分科会

教員選考委員会 複合型生産システム工学プログラム推進部会

実 習 セ ン タ ー 将来計画検討委員会 ＦＤ部会

実習センター運営協力会議 情報教育部会

情報処理センター 施設整備分科会 創造活動プロジェクト

情報処理センター運営協力会議 学生委員会 主事補会議

共同研究推進センター 予算委員会 生活指導部会

自己点検評価・改善委員会 PDCA推進会議 交通指導部会

教育研究支援センター 点検評価部会 課外活動部会

教育研究支援室 教育改善フォロ-アップ部会 寮務委員会 主事補会議

教育研究支援推進会議 教員表彰選考部会 留学生部会

学生支援室 入学試験委員会 研究活動推進委員会

学生支援室運営協力会議 情報管理委員会 知的財産分科会

入試対策室 教 職 員 会 議 研究推進・産官連携部会

女性総合サポート室 防災対策本部 図書･文化委員会

紀要発行部会

図書館運営部会

広報・交流委員会

国際交流分科会

地域交流分科会

ホームページ部会

広報誌発行部会

安全衛生委員会

実験安全管理分科会

セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会

進路支援委員会

創立５０周年記念事業委員会

創立５０周年記念事業WG会議

事　　務　　部

       平成２４年度実施体制組織図

環境マネジメント分科会

校　長

参  与  会

将来構想部会(中期計画検討を含む）

図書館

共同研究推進センター運営協力会議
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資料 11－１－①－３

鈴鹿高専規則一覧 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 鈴鹿高専規則一覧）
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資料 11－１－①－４

 

運営規則（抜粋） 

 

（運営会議） 

第２条 本校に、校長の諮問に応じ本校の管理運営に関する重要事項を審議し、もって本校の円滑な運営を図るた

め、運営会議を置く。 

２ 運営会議は、次の各号に掲げる職員をもって組織する。 

(1) 主事 

(2) 専攻科長 

(3) 事務部長 

(4) 課長 

(5) その他校長が必要と認めた者 

３ 運営会議は、校長が主宰し、原則として毎月１回開催するものとする。ただし、必要ある場合は、臨時に開催す

ることができる。 

（リスク管理室） 

第２条の２ 本校において発生する様々な事象に伴う危機等に迅速かつ的確に対処するため、リスク管理室を置く。

２ リスク管理室に関し必要な事項は、校長が別に定める。 

（委員会） 

第４条 本校に、校長の諮問に応じ本校の運営に関する事項を審議するため、校長が主宰する委員会として次に掲げ

る委員会を置き、その任務、組織及び事務担当者は、別表第１のとおりとする。 

(1) 教員選考委員会 

(2) 将来計画検討委員会 

(3) 予算委員会 

(4) 自己点検評価・改善委員会 

(5) 入学試験委員会 

(6) 情報管理委員会 

２ 前項に定めるもののほか、校長の諮問に応じ本校の運営に関する事項を審議するため、校長が指名した職員が主

宰する委員会として次に掲げる委員会を置き、その任務、組織、委員長及び事務担当は、別表第２のとおりとす

る。 

(1) 教務委員会 

(2) 学生委員会 

(3) 寮務委員会 

(4) 研究活動推進委員会 

(5) 図書・文化委員会 

(6) 広報・交流委員会 

(7) 安全衛生委員会 

(8) セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会 

(9) 進路支援委員会 
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資料 11－１－①－４続き

 

 (10) 創立５０周年記念事業委員会 

３ 前項に規定する教務委員会、学生委員会及び寮務委員会にあっては、年度初めに、当該年度における運営の方針

を校長に報告するとともに、教職員に周知しなければならない。 

４ 第２項の委員会は、少なくとも毎年１回開催し、審議された事項（分科会及び部会に係る審議事項を含む。）

は、当該年度の末に取りまとめの上、校長に報告しなければならない。 

５ 第１項及び第２項の委員会に、必要に応じ委員長の職務を助ける副委員長を置くことができる。 

６ 前項の委員会に置かれる副委員長は、校長が指名するものとする。 

（分科会） 

第７条 第４条に規定する委員会に、校長又は委員長が指示する専門的事項について調査検討し、審議するため、分

科会を必要に応じて置くことができる。 

２ 分科会において決定した事項については、当該分科会を設置する委員会（以下「設置委員会」という。）におい

て決定したものとみなす。 

３ 分科会において審議又は決定した事項は、その都度設置委員会の委員長に報告するものとする。 

４ 分科会は、少なくとも毎年1回開催するとともに、審議又は決定した事項は、当該年度末に取りまとめの上、設

置委員会に報告しなければならない。 

５ 分科会における任務、組織、委員長等については、校長が別に定める。 

（部会） 

第８条 第４条に規定する委員会に、校長又は委員長が指示する専門的事項について問題点等の整理及び設置委員会

の決定した事項を実施するため、部会を置くことができる。 

２ 部会において整理した事項は、その都度設置委員会の委員長に報告するとともに、当該年度の末に整理した事項

を取りまとめの上、設置委員会に報告しなければならない。 

３ 部会をまたがる専門的事項を調整し、その整理に当たる場合には、設置委員会の委員長の指示により関係する部

会を合同で開催することができる。 

４ 部会における任務、組織、部会長等は当該委員会等の議を経て校長が別に定め、任務終了後は解散するものとす

る。 

（主事補会議等） 

第９条 第４条１項及び第４条第２項に規定する委員会の審議を円滑に進めるため、主事補会議及び推進会議を置く

ことができる。 

（審議事項の報告） 

第１０条 委員会で審議された事項については、必要に応じ運営会議に報告するものとする。 

（教職員会議） 

第１１条 本校に、校務に関し校長が必要と認める事項について教職員に周知し、及び意見を求めるため、教職員会

議を置く。 

２ 教職員会議は、第２条第２項の構成員の他、教員並びに係長又は専門職員以上の事務職員及び技術専門職員をも

って組織する。 

３ 教職員会議は、校長が主宰し、原則として毎月１回開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開

催することができる。 
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資料 11－１－①－４続き

 

４ 教職員会議の事務は、総務課で処理する。 

 

別表第１（第４条第１項関係） 

区分 任  務 組  織 事務担当 

教
員
選
考
委
員
会

教員の採用及び昇任に関する事項を審議す

る。 

(1)校長 

(2)主事及び専攻科長 

(3)その他校長が必要と認めた者 

 

総務課 

将
来
計
画
検
討
委
員
会 

本校の組織、運営及び施設等に関する将来構

想について調査審議する。 

(1)校長 

(2)主事及び専攻科長 

(3)教養教育科長及び学科長 

(4)事務部長 

(5)その他校長が必要と認めた者 

総務課 

予
算
委
員
会 

予算に関する重要事項について、校長が意見

を聴く。 

(1)校長 

(2)主事及び専攻科長 

(3)教養教育科長及び学科長 

(4) 実習センター長、情報処理セ

ンター長及び共同研究推進セン

ター長、教育研究支援センター

長 

(5) 事務部長 

総務課 

自
己
点
検
評
価
・
改
善
委
員
会 

本校の評価（複合型生産システム工学プログ

ラムの評価を含む。以下同じ。）の基本方針

を検討するとともに、次の各号に掲げる評価

の実施に関する事項を審議する。 

(1)実施計画に関すること 

(2)点検、評価及び改善に関すること。 

(3)公表に関すること 

(4)その他評価に関し、必要な事項 

(1)校長 

(2)主事及び専攻科長 

(3)教養教育科長及び学科長 

(4)事務部長 

(5)その他校長が必要と認めた者 

 

総務課 

入
学
試
験
委
員
会 

入学者選抜に関する事項を審議する。 (1)校長 

(2)主事及び専攻科長 

(3)教養教育科長、学科長 

及び専攻主任 

(4)入試対策室長 

(5)事務部長 

学生課 
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資料 11－１－①－４続き

 

情
報
管
理
委
員
会 

情報管理に関する事項を審議する。 (1)校長 

(2)教務主事及び専攻科長 

(3)教養教育科長及び学科長 

(4)情報処理センター長 

(5) 事務部長 

(6) 各課長・室長 

(7) その他校長が必要と認めた者 

総務課 

 

別表第２（第４条第２項関係） 

区分 任  務 組  織 委員長 事務担当

教
務
委
員
会 

学科及び専攻科の教育計画（複合型生産

システム工学プログラムを含む。）の立

案その他教務に関し、校長から諮問され

た事項及び専攻科の運営並びに教務主事

又は専攻科長が必要と認めた事項を審議

する。 

(1)主事及び専攻科長 

(2)教務主事補 

(3)教養教育科長、学科長

及び専攻主任 

(4)JABEE ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ責任者 

(5)教科責任者 

(6)実習センター長、情報

処理センタ－長、教育研

究支援センター長及び学

生支援室長 

(7)学生課長 

(8)その他校長が必要と認

めた者 

教務主事 学生課 

学
生
委
員
会 

学生の生活（教務委員会及び寮務 

委員会の所掌に属する事項を除く。）に

関し、校長から諮問された事項及び学生

主事が必要と認めた事項を審議する。 

(1)学生主事、教務主事、

寮務主事及び図書館主事

(2)学生主事補 

(3)学年主任 

(4)専攻主任及び専攻副主

任 

(5)学級担任及び担任補佐 

(6)学生支援室長 

(7)学生課長 

(8)その他校長が必要と認

めた者 

学生主事 学生課 
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資料 11－１－①－４続き

 

寮
務
委
員
会 

寄宿舎生の生活指導及び教育に関し、校

長から諮問された事項及び寮務主事が必

要と認めた事項を審議する。 

(1) 寮務主事、教務主事及

び学生主事 

(2)寮務主事補 

(3)寮監 

(4)学生課長 

(5)その他校長が必要と認

めた者 

寮務主事 学生課 

研
究
活
動
推
進
委
員
会 

共同研究等研究活動、地域貢献活動（主

として研究活動に限る。）及び産業界等

との連携・協力の実施に関し、校長から

諮問された事項及び研究主事が必要と認

めた事項を審議する。 

(1)研究主事 

(2)教養教育科長及び学科

長 

(3)共同研究推進センター

長及び情報処理センター

長 

(4)事務部長 

(5)その他校長が必要と認

めた者 

研究主事 総務課 

図
書
・
文
化
委
員
会 

図書館の運営及び図書館が主催する文化

的な事業に関し、校長から諮間された事

項及び図書館主事が必要と認めた事項を

審議する。 

(1)図書館主事  

(2)学生課長 

(3)教養教育科及び各学科

から選出された者 

図書館主事 学生課 

広
報
・
交
流
委
員
会 

校長の諮問に応じ，次の事項について審

議する。 

(1)広報及び国際交流活動の基本方針に

関すること。 

(2)広報誌の編集発行に関するこ と。 

(3)各広報媒体の方針等の調整に 

 関すること。 

(4)本校と外国の大学等との交流協定の

立案並びに国際交流に関すること。 

(5)学校開放（図書館を除く。）、地域

貢献活動（主として研究活動を除

く。）及び学校等との連携・協力の実

施に関すること。 

(6)その他校長が必要と認める事項 

(1) 主事及び専攻科長 

(2)教養教育科長及び学科

長 

(3)附属施設の長 

(4)総務課長及び学生課長 

(5)その他校長が必要と認

めた者 

 

校長が指名

した者 

総務課 
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資料 11－１－①－４続き

 

安
全
衛
生
委
員
会 

校長の諮問に応じ、次の事項につ 

いて審議する。 

(1)職員及び学生の危険又は健康 

 障害を防止するための基本とな 

 るべき対策に関すること。 

(2)災害の原因及び再発防止対策 

 に関すること。 

(3)職員及び学生の安全衛生に係 

 る教育に関すること。 

(4)安全衛生に関する知識の普及に関す

ること。 

(5)組換え DNA 実験及び動物実験等に関

すること。 

(6)生活関連等施設の安全確保に関する

こと。 

(7)その他安全衛生及び危険防止に関す

ること。 

(1)研究主事  

(2)衛生管理者 

(3)産業医 

(4)安全に関し経験を有す

る者のうちから校長が指

名した者 

(5)衛生に関し経験を有す

る者のうちから校長が指

名した者 

(6)課長 

(7)その他校長が必要と認

めた者 

研究主事 総務課 

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
委
員 

(1)セクシュアル・ハラスメントを防止

し、排除するための広報、啓発活動及

び研修の企画並びに実施すること。 

(2)セクシュアル・ハラスメントに起因

する問題に係る対策のうち、特に重要

と考えられるものに関すること。 

(3)セクシュアル・ハラスメントに係る

概要の公表に関すること。 

(4)その他セクシュアル・ハラスメント

の防止等に関し、必要と認められる事

項。 

(1)主事及び専攻科長 

(2)学生支援室長 

(3)総務課長 

(4)その他校長が必要と認

めた者 

教務主事 総務課 

進
路
支
援
委
員
会 

学生の進路支援に関し、校長から諮問さ

れた事項を審議する。 

(1)渉外担当主事 

(2)教養教育科長及び学科

長 

(3)専攻主任 

(4)その他校長が必要と認

めた者 

渉外担当主

事 

学生課 
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資料 11－１－①－４続き

 

創
立
５
０
周
年
記
念
事
業
委
員
会

創立５０周年記念事業の企画・実施につ

いて審議する。 

 

(1)主事及び専攻科長 

(2)事務部長  

(3)その他校長が必要と認

めた者 

渉外担当主

事 

総務課 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 運営規則）

 

 資料 11－１－①－５

 

分科会規則（抜粋） 

 

（分科会） 

第２条 規則第２条に規定する運営会議及び規則第４条に規定する委員会（以下「委員会等」という。） 

の下に置く分科会の名称、任務、組織、分科会長等は別表のとおりとする。 

２ 分科会に、必要に応じ分科会長の職務を助ける副分科会長を置くことができる。 

３ 分科会の分科会長、副分科会長及び委員は、校長が指名する。 

（審議事項の報告） 

第３条 分科会で審議若しくは調査検討され、又は処理しようとする事項については、校長及び担当の主事又は専攻

科長に報告するものとする。 

 

別表 

委員会等の

名称 
分科会の名称 任  務 組  織 委員長 

事務担当

者 

将来計画検

討委員会 

 

環境マネジメ

ント分科会 

(1)環境方針・環境目的及び目

標の設定とその推進に関す

ること。 

(2)監視・測定の実施に関する

こと。 

(3)環境保全活動に関するこ

と。 

(4)その他環境に配慮した取り

組みに関すること。 

(1)主事及び専攻

科長 

(2)上記構成員の

所属学科以外の

学科長 

(3)事務部長及び

各課長 

(4)その他校長が 

必要と認めた者 

教務主事 

 

総務課 
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資料 11－１－①－５続き

 

 施設整備分科

会 

(1)将来構想計画に基づく、施

設整備計画に関する事項 

(2)教育研究施設及び設備の整

備に関する事項 

(3)既存施設の現状や教育研究

活動の動向、教職員や学生

などの施設利用者の要望等

に係る点検・評価 

 に関する事項 

(4)施設の効率的利活用のため

の改善計画の立案・促進に

関する事項 

(5)施設使用面積の再配分に関

する事項 

(6)共同利用スペース確保に関

する事項 

(7)省エネルギー問題などに関

する事項 

(8)その他校長が必要と認める

事項 

(1)主事及び専攻

科長 

(2)上記構成員の

所属学科以外の

学科長 

(3) 事務部長及び

各課長 

(4)その他校長が 

必要と認めた者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教務主事 

 

総務課 

 

教務委員会 専攻科分科会 (1)専攻科の運営に関するこ

と。 

(2)専攻科における教育計画の

立案に関すること。 

(3)専攻科に係る長期インター

ンシップに関すること 

(4) 複合型生産システム工学

プログラム修了の確認に関

すること。 

(5)その他校長、委員長又は専

攻科長が必要と認めた事項 

(1)専攻科長 

(2)専攻主任及び

専攻副主任 

(3)ＪＡＢＥＥプ

ログラム責任者 

(4)複合型生産シ

ステム工学プロ

グラム推進部会

長 

(5)学生課長 

(6)その他校長が

必要と認めた者 

専攻科長 学生課 
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資料 11－１－①－５続き

 

 学生表彰選考

分科会 

学生の表彰の選考に関するこ

と。 

(1)教務主事、学

生主事及び寮務

主事 

(2)教養教育科長

及び学科長 

(3)旧学級担任 

(4)学生課長 

教務主事 学生課 

研究活動推

進委員会 

知的財産分科

会 

(1)教職員等から届出された知

的財産について、校長の諮

問と指示に基づき、特許性

及び経済性の評価を行う。 

(2)知的財産の権利化手続きを

行う。 

(1)研究主事 

(2)各学科から選

出された者 1 名 

(3)総務課長 

(4)その他校長が

必要と認めた者 

研究主事 総務課 

広報・交流

委員会 

国際交流分科

会 

国際交流に関すること。 (1)教養教育科か

ら選出された者

３名  

(2)各学科から選

出された者１名 

(3)各課長 

(4)その他校長が

必要と認めた者 

校長が指

名した者 

総務課 

地域交流分科

会 

学校開放（図書館を除く。） 

及び地域交流（主として研究

活動を除く。）に関するこ

と。 

(1)教養教育科か

ら選出された者

２名  

(2)各学科から選

出された者１名 

(3)総務課長及び

教育研究支援室

長 

(4)その他校長が

必要と認めた者 

校長が指

名した者 

総務課 
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資料 11－１－①－５続き

 

安全衛生委

員会 

実験安全管理

分科会 

(1)組換え DNA 実験に関するこ

と 

(2)動物実験に関すること。 

(3)病原性微生物等の管理に関

すること。 

(4)その他法令等により必要な

手続きが定められている研

究に関すること。 

(5)その他委員長が必要と認め

た事項 

(1)研究主事 

(2)生物応用化学

科長 

(3)教養教育科及

び学科から選出

された者（生物

応用化学科は除

く。） 各１名 

(4)安全主任者 

(5)総務課長及び

教育研究支援室

長 

(6)その他校長が

必要と認めた者 

研究主事 総務課 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 分科会規則）

 

資料 11－１－①－６

部会規則（抜粋） 

 

（部会） 

第２条 委員会等の下に置く部会の名称、任務等は別表のとおりとする。 

２ 部会に部会長及び部会員を置き、部会長は当該部会の運営に必要な事項を掌理するとともに、連絡調整に当た

り、部会員は当該部会の運営に必要な事務を処理する。 

３ 部会に、必要に応じ部会長の職務を助ける副部会長を置くことができる。 

４ 部会長、副部会長及び部会員は、校長が指名する。 

（報告） 

第３条 部会において整理した事項は、その都度設置委員会の委員長に報告するとともに、当該年度末に整理した事

項を取りまとめの上、設置委員会に報告するものとする。 

 

別表 

委員会等 部会の名称 任  務 事務の担当課 

将来計画検

討委員会 
将来構想部会 将来構想及び中期計画に関すること。 総務課 
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資料 11－１－①－６続き

 

自己点検評

価・改善委

員会 
点検評価部会 

自己点検・評価、外部評価、認証評価及び複

合型生産システム工学プログラム評価に関す

ること。 

（教育・研究・施設・管理運営等） 

総務課 

教育改善フォローアップ

部会 

教育（教育システムを含む。）の改善に関す

ること。 
学生課 

教員表彰選考部会 教員の表彰の選考に関すること。 総務課 

教務委員会 複合型生産システム工学

プログラム推進部会 

複合型生産システム工学プログラムの企画及

び実施に関すること。 
学生課 

ＦＤ部会 ＦＤの実施に関すること。 学生課 

情報教育部会 情報教育に関すること。 
情報処理センタ

ー及び学生課 

 

創造活動プロジェクト 

創造教育・技術者教育に関すること。 

（ロボットコンテスト、プログラミングコン

テスト又はソーラーカーレ－スへの参加支援

及び燃料電池プロジェクトに関すること。） 

学生課 

学生委員会 生活指導部会 生活指導に関すること。 学生課 

交通指導部会 交通指導に関すること。 学生課 

課外活動部会 課外活動に関すること。 学生課 

寮務委員会 留学生部会 留学生に関すること。 学生課 

広報・交流

委員会 

ホームページ部会 ホームページ作成及び更新に関すること。 総務課 

広報誌発行部会 広報誌の発行に関すること。 総務課 

研究活動推

進委員会 

研究推進・産学官連携部

会 

産学官共同研究及び学内研究推進に関するこ

と。 
総務課 

図書・文化

委員会 

紀要発行部会 紀要発行に関すること。 学生課 

図書館運営部会 図書館の運営に関すること。 学生課 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 部会規則）

 

資料11－１－①－７

 

図書館規則（抜粋） 

 

 （目的） 

第２条 図書館は、教育及び研究に必要な図書館資料を収集し、保存し、主として本校の学生及び

教職員の利用に供するとともに、必要な学術情報及び生涯学習情報を提供することを目的とす資料

る。 
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資料11－１－①－７

 

 （図書館資料） 

第３条 図書館は、次の図書館資料を管理する。 

 (1) 図書 

 (2) 新聞、雑誌等逐次刊行物 

 (3) 視聴覚資料 

(4) 記録 

(5) その他図書館資料として、必要と認めるもの 

               （出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 図書館規則）

 

資料11－１－①－８

実習センター規則（抜粋） 

 

（業務） 

第２条 実習センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 実習センターの運営並びに実習用機器、諸材料の運用及び保守に関すること。 

(2) 実習センターにおける学生の教育指導に関すること。 

(3) 実習センターに関する日常の事務処理に関すること。 

(4) その他実習センターの運営に必要な事項 

（実習センター長） 

第３条 実習センターに実習センター長（以下「センター長」という。）を置き、校長が指名する。 

２ センター長は、校長の命を受けて実習センターの業務を掌理する。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 実習センター規則）

 

資料11－１－①－９

情報処理センター規則（抜粋） 

 

（業務） 

第２条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 電子計算機の運用及び保守に関すること。 

(2) 電子計算機による情報処理教育の支援に関すること。 

(3) 電子計算機の利用に関する調査、研究開発及び利用者教育に関すること。 

(4) 他機関の情報処理センター等の利用に関すること。 

(5) 学内外ネットワークの管理、運用に関すること。 

(6) ホームページの作成に関すること。 

(7) 校内ＬＡＮの活用推進に関すること 
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(8) その他センタ－の運営に必要な事項 

（センター長及び副センター長） 

第３条 センターに、センター長及び副センター長を置き、校長が指名する。 

２ センター長は、校長の命を受けてセンターの業務を掌理する。 

３ 副センター長は、センター長を補佐する。 

４ センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。 

          （出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 情報処理センター規則）

 

資料11－１－①－10

共同研究推進センター規則（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 センターは、民間等との共同研究取扱規則（平成 16 年規則第 26 号）及び受託研究取扱規則（平成 16 年規

則第 27 号）に基づき、民間等外部の機関（地方公共団体を含む。以下「民間機関等」という。）との共同研究等

を推進することにより、本校における教育研究の進展に資するとともに、本校、他大学等及び民間機関等の交流の

場として地域の発展と産業の振興に寄与することを目的とする。 

（共同研究開発室等） 

第３条 センターに、共同研究開発室、回路試作室及び材料分析室並びに技術相談室を置く。 

（業務） 

第４条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 学内共同研究に係る利用に供すること。 

(2) 民間等との共同研究に係る利用に供すること。 

(3) 受託研究に係る利用に供すること。 

(4) 技術相談に関すること。 

(5) 第１号から第３号に関係する学生の卒業研究及び特別研究に係る利用に供すること。 

(6) 材料分析室における教員の研究並びに学生の教育指導及び研究指導に係る利用に供すること。 

(7) センターの運営並びに機器、設備の運用及び保守に関すること。 

(8) その他センタ－の運営に必要な事項 

 （センター長及び副センター長） 

第５条 センターに、センター長及び副センター長を置き、校長が指名する。 

２ センター長は、校長の命を受けてセンターの業務を掌理する。 

３ 副センター長は、センター長を補佐する。 

４ センター長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 共同研究推進センター規則）
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資料11－１－①－11

   教育研究支援センター規則（抜粋） 

 

（目的） 

第２条 教育研究支援センターは、技術・技能を要する業務を行うことにより、本校における教育研究等の業務を支

援する。 

（教育研究支援センター） 

第３条 教育研究支援センターには、教育研究支援センター長、技術長、技術専門員、技術専門職員及び技術職員

（建物及び施設の営繕、保守並びに管理に関する事務を担当する技術職員その他これに準ずる技術職員を除く。）

を置く。 

（業務） 

第９条 教育研究支援室においては、次の業務を分掌する。 

 (1) 学生の実験・実習及び卒業研究等の技術指導に関すること。 

(2) 教育研究の支援のための技術開発及び技術業務に関すること。 

(3) 技術の継承、保存及び開発に関すこと。 

(4) 技術研修に係る調査研究に関すること。 

(5)  実験室及び実習室等の設備・備品等の維持管理に関すること。 

(6) 学校共通業務に関すること。 

(7) 産学官連携業務、受託事業等のプロジェクトに関すること。 

(8)  その他技術業務等に関すること。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 教育研究支援センター規則）

 

資料 11－１－①－12

入試対策室規則（抜粋） 

 

 （業務） 

第２条 対策室は、次に掲げる業務を処理する。 

  (1) 入学者選抜の調査研究に関すること。 

  (2) 学生の募集及び広報に関すること。 

  (3) 入学者の選抜方法等に関すること。 

  (4) その他対策室の運営に関すること。 

 （対策室長及び副対策室長） 

第３条 対策室に入試対策室長（以下「室長」という。）及び副入試対策室長（以下「副室長」と

いう。）をそれぞれ置き、校長が指名する。 

２ 室長は、校長の命を受けて対策室の業務を掌理する。 

３ 副室長は、室長の事務を補佐する。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 入試対策室規則）
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 資料 11－１－①－13

 

学生支援室規則（抜粋） 

 

（業務） 

第２条 支援室は、次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 学習上の相談及び助言に関すること。 

(2) 進路の相談及び助言に関すること。 

(3) 精神衛生上の相談及び助言に関すること。 

(4) 学生生活に関する個人的諸問題の相談及び助言に関すること。 

(5) 学生のセクシュアル・ハラスメントに関する苦情相談に関すること。 

(6) 学生相談の業務に必要な資料の収集及び保存に関すること。  

(7) その他支援室の運営に必要な事項 

 （支援室長） 

第３条 支援室に支援室長（以下「室長」という。）を置き、校長が指名する。 

２ 室長は、校長の命を受けて支援室の業務を掌理する。 

（支援室相談員） 

第４条 支援室に次の教職員及びカウンセラーで構成する学生支援室相談員を置く。 

(1) 教養教育科及び学科の教員 各１人 

(2) 看護師 

(3) カウンセラー 

(4) その他校長が必要と認めた者  

２ 支援室相談員は、支援室長の命を受けて支援室の業務を処理する。 

 （出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 学生支援室規則）

 

 資料 11－１－①－14

 

   女性総合サポート室規則（抜粋） 

 

（業務） 

第２条 サポート室は、次に掲げる業務を処理する。 

(1)女性のキャリア支援に関すること。 

(2)女子学生の教育及び生活上の諸問題についての相談、助言及び支援に関すること。  

(3)学内相談機関との連絡調整及び連携に関すること。  

(4)女子学生の就職等に関する卒業生とのネットワーク管理に関すること。  

(5)その他サポート室の運営に関すること。 

（サポート室長及び副サポート室長） 

第３条 サポート室にサポート室長（以下「室長」という。）を置き、必要に応じて副サポート室長（以下「副室 
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資料11－１－①－14続き

 

長」という。）を置くことができるものとし、それぞれ校長が指名する。 

２ 室長は、校長の命を受けてサポート室の業務を掌理する。 

３ 副室長は、室長の業務を補佐する。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 女性総合サポート室規則）
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 資料 11－１－①－15

 

自己点検・評価改善システム 

 

 

 

（出典 中期計画自己点検評価報告書資料４－18 p.171）

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校では十分な管理運営体制が整備され，校長，各主事，委員会等の役割が明確になっており，校

長が全体を把握し，リーダーシップがとれる体制になっている。 
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観点11－１－②： 管理運営の諸規程が整備され，各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，

効果的に活動しているか。また，危機管理に係る体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

管理運営の諸規則は，高専機構の諸規則との整合性を図り，本校のウェブサイト上に電子ベースの

規則集を整備している（資料11－１－①－３）。管理運営組織は，「運営規則」「分科会規則」「部

会規則」「図書館規則」「実習センター規則」「情報処理センター規則」「共同研究推進センター規

則」「教育研究支援センター規則」「入試対策室規則」「学生支援室規則」「女性総合サポート室規

則」「教員組織規則」及び「事務組織及び事務分掌規則」により定めている（資料11－１－①－４～

14，資料11－１－②－１，２）。 

教員組織は，各学科等に所属し，それぞれの校務の職を分掌することとなっており，学校の教育目

標達成のための業務を遂行している。事務組織は，事務部長の下，総務課，学生課に分けている。技

術職員については，「教育研究支援センター」を設置し，各学科教員，情報処理センター等の教員と

連携を図りながら，学生の指導の補助に当たるほか，自主的な研究活動を行っている（資料11－１－

②－３～７）。 

各委員会等は，本校独自の自己点検評価改善システム（資料11－１－①－15）に基づいて機能的に

活動しており，自己点検評価シートにより，活動実績，自己評価，次年度の検討事項を自己点検評価

・改善委員会が主催する「委員会等活動報告会」で報告し，校長が１年間の活動内容をチェックする

とともに全教員に周知している（資料11－１－②－８）。また，必要に応じ合同部会を開催し，部会

相互の連携・協力を図っている。なお，教職員への情報提供等は，月１回開催される教職員会議にお

いて運営会議等で審議された事項を説明又は報告している。また，ファイルサーバ等も利用し教務・

人事・会計・学生等の各種データや委員会情報等を共有化することにより教職員への周知徹底を図っ

ている。 

平成23年に危機管理規則（資料11－１－②－９）を新たに制定し，リスクマネジメント委員会をリ

スク管理室に改組した。様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため，危機管理マニュアル

を作成し，本校における危機管理体制，対処方法等を定め，本校の学生，教職員及び近隣住民等の安

全確保を図っており（資料11－１－②－10）、防災訓練を行っている（資料11－１－②－11～12）。 
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資料 11－１－②－１

   教員組織規則（抜粋） 

 

（主事） 

第２条 本校に、学則第９条に規定する主事の他に研究主事及び図書館主事を置く。 

２ 研究主事は、校長の命を受け、研究活動及び地域貢献（主として研究活動に限る。）に関することを掌理する。

３ 図書館主事は、校長の命を受け、図書館の管理運営に関することを掌理する。 

４ 前各項に規定する主事の他に、必要に応じて校長の命を受け、特定の事項に関することを掌理する主事（以下

「渉外担当主事」という。）を置くことができるものとする。 

５ 学則第９条に規定する主事の任命は、別に定めるところによるものとし、研究主事、図書館主事及び渉外担当主

事は、教授のうちから、校長が任命する。   

 （校長職務の代理） 

第３条 学則第９条に規定する各主事のもとに、当該主事の職務を助ける主事補をそれぞれ若干名置くことができ

る。 

２ 主事補は、教員のうちから、校長が指名する。 

３ 教科責任者は、当該教科担当教員のうちから、校長が指名する。 

（専攻科長） 

第４条 本校の専攻科に、専攻科長を置く。 

２ 専攻科長は、専攻科の運営に関する事項についての連絡・調整に関する事項を掌理する。 

３ 専攻科長は、教授のうちから、校長が任命する。 

（専攻主任等） 

第５条 本校に、電子機械工学専攻及び応用物質工学専攻に専攻主任及び専攻副主任を置く。 

２ 専攻主任及び専攻副主任は、教授又は准教授のうちから、校長が指名する。 

（JABEE プログラム責任者) 

第６条 本校に、日本技術者教育認定機構が定める教育プログラムの対応責任者として、JABEE プログラム責任者を

置く。 

２ JABEE プログラム責任者は、教員のうちから、校長が指名する。 

３ JABEE プログラム責任者の任期は、校長が別に定める。 

（学科長等） 

第７条 本校の教養教育科及び学科に教養教育科長及び学科長を置く。 

２ 教養教育科長及び学科長は、教養教育科及び当該学科に係る次の各号に掲げる事項を担当する。ただし、第２号

及び第３号については、これにより難い事情のある場合は、校長の承認を得て、他の教員に委任することができ

る。 

(1) 教育課程及び学生支援に関すること。 

(2) 施設設備等の保守管理に関すること。 

(3) その他管理運営に関すること。 

３ 教養教育科長及び学科長は、教授又は准教授のうちから、校長が指名する。 

（教科責任者） 
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資料 11－１－②－１続き

 

第８条 一般科目の科目群を次の各号に掲げる教科に区分し、それぞれの区分に教科責任者を置く。 

(1) 人文・社会 

(2) 数学 

(3) 理科 

(4) 体育・武道 

(5) 外国語 

２ 教科責任者は、当該教科・科目担当教員との連絡、調整、その他必要な事項を担当する。 

３ 教科責任者は、当該教科担当教員のうちから、校長が指名する。 

（学年主任） 

第９条 学科の各学年に学年主任を置く。 

２ 学年主任は、当該学年の連絡・調整に当たるほか、運営に必要な事項を処理する。 

３ 学年主任は、教員のうちから校長が指名する。 

（学級担任） 

第１０条 学科の各学級に学級担任を置く。 

２ 学級担任は、次に掲げる事項を担当する。 

(1) 学級の学習指導及び生活指導等に関すること。 

(2) 特別活動に関すること。 

(3) その他学級の運営に関すること。 

３ 学級担任は、教員のうちから、校長が指名する。 

（担任補佐） 

第１１条 学級担任のほかに第１学年及び第２学年にそれぞれ担任補佐２人を置く。 

２ 担任補佐は、学級担任に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 担任補佐は、教員のうちから、校長が指名する。  

（図書館長及び附属施設の長） 

第１２条 図書館に図書館長を置き、図書館主事をもって充てる。 

２ 次の各号に掲げる附属施設に、当該施設の運営に当たらせるため、長を置き、教授又は准教授のうちから、校長

が指名する。ただし、教育研究支援センターの長は、事務部長をもって充てる。 

(1) 実習センター 

 (2) 情報処理センター 

(3) 共同研究推進センター 

(4) 教育研究支援センター 

（学生支援室長、入試対策室長及び女性総合サポート室長） 

第１３条 学生支援室、入試対策室及び女性総合サポート室に、それぞれ学生支援室長、入試対策室長及び女性総合

サポート室長を置き、教授又は准教授のうちから、校長が指名する。 

 （任期） 

第１４条 学則第９条に規定する主事及びこの規則に規定する職の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員

が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 



鈴鹿工業高等専門学校 基準11 

 

 

- 801 -

資料 11－１－②－１続き

 

 (副校長及び校長補佐) 

第１５条 本校に副校長をおき、学則第９条に定める教務主事をもって充てる。 

２ 本校に校長補佐をおき、学則第９条に定める学生主事、寮務主事及び本規則第２条第２項に定める研究主事、第

２条第４項に定める渉外担当主事及び第４条に定める専攻科長をもって充てる。 

（校長職務の代理） 

第１６条 校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、学則第９条に定める教務主事である副 

校長がその職務を行う。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 教員組織規則）

 

 資料 11－１－②－２

 

鈴鹿工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則（抜粋） 

 

 （事務部） 

第２条  本校に事務部を置く。 

２ 事務部に、事務部長を置く。 

３ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を統括する。 

（課） 

第３条 事務部に総務課及び学生課を置く。 

 （課長） 

第４条 課に、課長を置く。 

２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 

 （課長補佐） 

第５条 課に課長補佐を置く。 

２ 課長補佐は、上司の命を受け、高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の事務を処理するとともに、課長の

事務を補佐する。 

 （係長） 

第６条 課に係長を置き、必要に応じ専門職員を置くことができる。 

２ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 

３ 専門職員は、上司の命を受け、専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理

する。 

（総務課） 

第７条 総務課に課長補佐、総務係、人事給与係、企画調査係、地域連携係、経理係、契約係及び施設係を置く。 

２ 総務課に社会連携室及び経理室を置く。 

３ 社会連携室は、次に掲げる事務を処理する。 

 (1) 研究協力に関すること。 

 (2) 産学官連携に関すること。 
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資料 11－１－②－２続き

 

 (3) 国際交流に関すること。 

４ 経理室は、次に掲げる事務を処理する。 

 (1) 予算配分及び決算に関すること。 

 (2) 会計及び契約の監査に関すること。 

 (3) 施設に関すること。 

５ 社会連携室及び経理室にはそれぞれ室長を置き、課長補佐をもって充てる。 

第８条 総務係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 事務部の所掌事務を総括し、他の課、係との連絡調整に関すること。 

(2) 学則、その他諸規則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 機密に関すること。 

(4) 広報、渉外及び秘書に関すること。 

(5) 儀式及び会議に関すること。 

(6) 学術団体及び独立行政法人国立高等専門学校機構等との連携に関すること。 

(7) 公文書の接受、配布、発送、整理及び保存に関すること。 

(8) 公印の管守に関すること。 

(9) 郵便物の受領及び発送に関すること。 

(10) 学校要覧その他刊行物の編集、配布に関すること。 

(11)  掲示に関すること。 

(12)  所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(13)  その他他の係に属さないこと。 

第９条 人事給与係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 教職員の任免、分限、懲戒に関すること。 

(2) 教職員の職階及び給与に関すること。 

(3) 教職員の定員及び定数に関すること。 

(4) 教職員の選考及び資格認定に関すること。 

(5) 教職員の勤務評定に関すること。 

(6)  教職員の服務、勤務時間及び休暇に関すること。 

(7) 教職員の研修及び出張に関すること。 

 (8) 内地研究員及び教員の海外派遣に関すること。 

(9) 教職員の災害補償に関すること。 

(10)  教職員の栄典及び表彰に関すること。 

(11)  諸給与の経理に関すること。 

(12)  退職手当及び共済組合給付に関すること。 

(13)  教職員の社会保険に関すること。 

(14)  教職員の福利厚生に関すること。 

(15)  教職員の健康管理に関すること。 

(16) 職員宿舎に関すること。 
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資料 11－１－②－２続き

 

(17) 教職員の身分証明その他諸証明に関すること。 

(18) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(19) その他人事に関すること。 

第１０条 企画調査係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

(2) 中期目標、中期計画等の策定及び活動報告等に関すること。 

(3) 教育改善及び学校運営システムの調査に関すること。 

(4) 国際交流（留学生関係を除く。）に関すること。 

(5) JABEE プログラムに関すること。（学生課の所掌に属するものを除く。） 

(6) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(7) その他企画調査に関すること。 

第１１条 地域連携係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 地域社会及び産業界との連携・交流に関すること。 

(2) 共同研究、受託研究及び寄付金の受入に関すること。 

(3) 科学研究費（経理を除く。）に関すること。 

(4) 公開講座に関すること。 

(5) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(6) その他地域連携に関すること。 

第１２条 経理係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 予算及び決算に関すること。 

(2) 会計の検査、監査に関すること。 

(3)  会計の諸規程に関すること。 

(4) 運営費交付金等に関すること。 

(5) 収入及び支出に関すること。 

(6) 寄付金の経理に関すること。 

(7) 債権の管理に関すること。 

(8) 旅費及び諸謝金の経理に関すること。 

 (9) 科学研究費の経理に関すること。 

(10)  計算証明に関すること。 

(11)  独立行政法人の財産に関すること。 

(12)  防火管理に関すること。 

(13) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(14) その他経理に関すること。 

第１３条 契約係においては、次の事務を分掌する。 

 (1) 物品の管理、運用及び計算証明に関すること。 

(2) 物品の購入及び役務等の契約に関すること。 

(3) 物品の検査に関すること。 
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(4) 物品の寄附受入に関すること。 

(5) 不用物品の処分及び売払いに関すること。 

(6) 官公需についての中小企業者の受注の機会の確保に関すること。 

(7) 自動車の運行に関すること。 

(8)  所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(9)  その他契約に関すること。 

第１４条 施設係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 施設整備に関すること。 

(2) 営繕工事に関すること。 

(3) 構内の環境整備に関すること。 

 (4) 校内の安全管理に関すること。 

(5) 所掌事務の調査統計に関すること。 

(6) その他施設に関すること。 

（学生課） 

第１５条 学生課に課長補佐、教務係、入試係、学生支援係、寮務係及び図書係を置く。      

第１６条 教務係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 学生課内の総括及び連絡調整に関すること。 

(2) 教育課程に関すること。 

(3) 授業及び休業等に関すること。 

(4)  学生の研修、インターンシップ及び見学に関すること。 

(5) 学生の入学、修学及び卒業に関すること。 

(6) 学生の休学、退学等学籍に関すること。 

(7) 学籍簿の整理及び保存に関すること。 

(8) 学生の学業成績及び卒業証明等に関すること。 

(9)  学生の表彰に関すること。 

(10)  教科書、教材等に関すること。 

(11)  授業料債権の発生及び変更通知に関すること。 

(12)  学生の教養、体育行事に関すること。 

(13)  研究生に関すること。 

(14)  留学生に関すること。 

(15)  教室の管理運営に関すること。 

(16)  所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(17)  JABEE プログラムに関すること。 

(18)  その他教務に関すること。 

第１７条 入試係においては、次の事務を分掌する。 

 (1) 入学者の選抜に関すること。 

(2) 所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 
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(3)  入試対策室に関すること。 

(4) その他入学試験に関すること。 

第１９条 学生支援係においては、次の事務を分掌する。 

 (1) 学生の課外活動に関すること。 

(2) 学生の就職、アルバイトに関すること。 

(3) 学生の保健衛生及び救急処置に関すること。 

(4) 学生の相談に関すること。 

(5) 学生の通学・安全に関すること。 

(6) 入学料免除に関すること。 

(7) 授業料免除及び徴収猶予に関すること。 

(8) 奨学生及び奨学金に関すること。 

(9) 広報誌「鈴風」の編集、配布に関すること。 

(10)  学生の規律及び賞罰に関すること。 

(11)  学生の団体、集会、催物及びその他の行事に関すること。 

(12)  学生の印刷物の配布及び掲示に関すること。 

(13)  学生の旅客運賃割引証及び通学証明に関すること。 

(14) （独）日本スポーツ振興センター（経理を除く。）に関すること。 

(15)  所掌事務の調査、統計その他報告に関すること。 

(16) その他学生の福利厚生に関すること。 

第１９条 寮務係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 学寮の管理運営に関すること。 

(2) 学寮の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

(3) 寮生の給食に関すること。 

(4) 学寮生活の日課等の実施計画及び指導助言に関すること。 

(5) 学寮における諸行事の計画及び実施に関すること。 

(6) 学寮における保健衛生及び栄養管理に関すること。 

(7) 寄宿料債権の発生及び変更の通知に関すること。 

(8) 学寮の防災管理に関すること。 

(9) 学生の入寮、退寮に関すること。 

(10)  在寮証明に関すること。 

(11)  寮監の宿日直に関すること。 

(12)  寮生の郵便物接受、配布に関すること。 

(13)  寮母の役務に関すること。 

(14)  所掌事務の調査、統計その他諸報告に関すること。 

(15)  その他学寮に関すること。 

第２０条 図書係においては、次の事務を分掌する。 

(1) 図書館資料の管理に関すること。 
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(2) 図書館資料の購入、計画に関すること。 

(3) 図書館資料の選択及び検収に関すること。 

(4) 図書館資料の分類及び目録の作成に関すること。 

(5) 文献の利用、調査に関すること。 

(6) 寄贈図書の受入れに関すること。 

(7) 寄託図書の保管に関すること。 

(8) 紀要に関すること。 

(9) 図書館資料の貸出及び閲覧に関すること。 

(10) 図書室における検索指導に関すること。 

(11) 閲覧室、書庫の整理に関すること。 

(12)  視聴覚機器の管理取扱いに関すること。 

(13)  所掌事務の調査統計及び報告に関すること。 

(14)  その他図書館に関すること。 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 鈴鹿工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規則）

 

 資料 11－１－②－３

所属別教員数・女性教員数 （平成 24 年 4 月 2 日現在） 

所属 

教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

現員 
内、 

女性 
現員 

内、

女性
現員

内、

女性
現員

内、

女性
現員 

内、 

女性 
現員

内、

女性

教養教育科 7 0 11 0 4 2 2 0 0 0 24 2 

機械工学科 4 0 3 0 2 1 2 1 0 0 11 2 

電気電子工学科 6 0 2 0 2 0 1 1 0 0 11 1 

電子情報工学科 4 0 5 0 2 1 1 0 0 0 12 1 

生物応用化学科 4 0 3 1 4 1 1 0 0 0 12 2 

材料工学科 6 0 3 0 1 0 1 0 0 0 11 0 

計 31 0 27 1 15 5 8 2 0 0 81 8 

※上記には以下の数を含む。 休職者、育児休業者、臨時採用職員（育児代替） 

※上記には以下の数を含まない。 再雇用職員 

（出典 本校ウェブサイト）
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平成２４年度 各種委員会委員等 (抜粋） 

   

（運 営 会 議）     

運 営 会 議 校  長 新 田 保 次 

運 営 会 議 教務主事（副 校 長） 桑 原 裕 史 

運 営 会 議 学生主事（校長補佐） 西 岡 將 美 

運 営 会 議 寮務主事（校長補佐） 井 上 哲 雄 

運 営 会 議 研究主事（校長補佐） 垰    克  己 

運 営 会 議 図書館主事（図書館長） 近 藤 一 之 

運 営 会 議 渉外担当主事（校長補佐） 江 﨑 尚 和 

運 営 会 議 専攻科長（校長補佐） 井 瀬   潔 

運 営 会 議 事務部長 濱 口 清 武 

運 営 会 議 総務課長 坂 口   等 

運 営 会 議 学生課長 宇 野 裕 之 

（庶務担当） 総務課 坂 井   崇 

      

（リスク管理室）     

リスク管理室室長 校  長 新 田 保 次 

リスク管理室副室長 教務主事（副 校 長） 桑 原 裕 史 

リスク管理室副室長 事務部長 濱 口 清 武 

リスク管理室員 学生主事（校長補佐） 西 岡 將 美 

リスク管理室員 寮務主事（校長補佐） 井 上 哲 雄 

リスク管理室員 研究主事（校長補佐） 垰    克  己 

リスク管理室員 図書館主事（図書館長） 近 藤 一 之 

リスク管理室員 渉外担当主事（校長補佐） 江 﨑 尚 和 

リスク管理室員 専攻科長（校長補佐） 井 瀬   潔 

リスク管理室員 総務課長 坂 口   等 

リスク管理室員 学生課長 宇 野 裕 之 

（庶務担当） 総務課 坂 井   崇 

      

（防災対策本部）     

防災対策本部本部長 校  長 新 田 保 次 

防災対策本部副本部長 教務主事（副 校 長） 桑 原 裕 史 

防災対策本部副本部長 学生主事（校長補佐） 西 岡 將 美 

防災対策本部副本部長 寮務主事（校長補佐） 井 上 哲 雄 

（出典 総務課資料）
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平成２４年度 組織表（校務分担）(抜粋） 

   

校    長   新 田 保 次 

教 務 主 事 副 校 長 桑 原 裕 史 

学 生 主 事 校長補佐 西 岡 將 美 

寮 務 主 事 校長補佐 井 上 哲 雄 

研 究 主 事 校長補佐 垰    克  己 

図書館主事 図書館長 近 藤 一 之 

渉外担当主事 校長補佐 江 﨑 尚 和 

専 攻 科 長 校長補佐 井 瀬   潔 

      

教養教育科長   奥   貞 二 

機械工学科長   佐 脇   豊 

電気電子工学科長   奥 田 一 雄 

電子情報工学科長   伊 藤   明 

生物応用化学科長   生 貝   初 

材料工学科長   兼 松 秀 行 

      

電子機械工学専攻主任 機械工学科 近 藤 邦 和 

応用物質工学専攻主任 生物応用化学科 澤  田 善  秋 

電子機械工学専攻副主任 電気電子工学科 西 村 一 寛 

応用物質工学専攻副主任 材料工学科 下古谷 博 司 

      

JABEE プログラム責任者   井 瀬   潔 

      

図書館長 電気電子工学科 近 藤 一 之 

実習センター長 機械工学科 末 次 正 寛 

情報処理センター長 電気電子工学科 川 口 雅 司 

共同研究推進センター長 研究主事（校長補佐） 垰    克  己 

教育研究支援センター長 事務部長 濱 口 清 武 

学生支援室長 電気電子工学科 奥 野 正 明 

入試対策室長 電気電子工学科 北 村   登 

女性総合サポート室長 生物応用化学科 山 本 智 代 

事務部長   濱 口 清 武 

      

（出典 総務課資料）
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事務補佐員 事務補佐員

事務補佐員

事務補佐員

事務補佐員

事務補佐員

スタッフ・非常勤主任・係員・スタッフ

看護師 毛利　好子

技能補佐員（寮母）

山中　保 佐脇　満喜子 堀田　真佐美 田中　富士子

図書係長 柳瀬　智紀
松川　良子

技能補佐員（寮母）

学生支援係長 井上　晶弘
一般職員

前田　剛 村田　亜理

寮務係長 上野　雅人
スタッフ（短再） スタッフ（短再）

藤崎　智惠子

宇野　裕之

入試係長 宮崎　泰宏
主任

中村　周平 下津　菜な子

一般職員 一般職員 スタッフ（短再）

森川　哲 小島　美穂 大谷　佳範

施設係長 杉山　清
技術職員

山下　優

学生課長 課長補佐 石川　三千春 教務係長 （併）石川　三千春

契約係長 山下　茂恭
主任

設楽　勝弘 松田　晴男 林　めぐみ

一般職員 一般職員 スタッフ（短再）

岩佐　善夫 宮﨑　綾 堀部　和人 奥野　光子

地域連携係長 五十棲　等
主任

林　幸雄

課長補佐
（経理室長）

藤田　時子 経理係長 （併）藤田　時子
主任

岸　美代子

課長補佐(兼務)
（社会連携室長）

（併）坂井　崇 企画調査係長 （併）五十棲　等
スタッフ（フル再）

末﨑　富士子

河野　純也 山越　千明 佐藤　綾香

濱口　清武 坂口　等

人事給与係長 倉田　悦行
一般職員 事務補佐員

岡田　和樹

鈴鹿工業高等専門学校事務部職員組織図（平成２４年５月１日現在）

事務部長 総務課長 課長補佐 坂井　崇 総務係長 （併）坂井　崇
主任 一般職員 事務補佐員

（出典 総務課資料）

 

  

資料11－１－②－７

　

（情報処理センター） 技術専門職員

石原　茂宏
技術職員

板谷　年也

技術専門職員

西森　睦和

技術職員

中川　元斗

（材料工学科） 技術専門職員

猿渡　盛久
技術職員

岡本　みよ

（実習センター） 技術専門職員

中村　勇志

技術専門職員

山田　太

（電子情報工学科） 技術専門職員

西村　吉弘
技術補佐員

森岡　晶子

教育研究支援センター長（併）

事務部長

濱口　清武

技術長

教育研究支援室長（命）

森　邦彦

技術専門職員

（命）教育研究支援副室長

中村　勇志 （生物応用科学科） 技術専門職員

伊藤　真由美
教育研究支援スタッフ（短再）

堀井　一夫

技術専門職員

谷川　義之

鈴鹿工業高等専門学校教育研究支援センター組織図（平成２４年４月１日現在）

技術補佐員

伊藤　久

（機械工学科）

（電気電子工学科） 技術専門職員

鈴木　昌一

（出典 総務課資料）
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自己点検評価シート（抜粋） 

項目 5(1) 学校運営における校長のリーダーシップと各種委員会の整理状況 

担当 運営会議 

   

年度計

画 

① 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。その方策の一つとして教職員会議の実施方法

の改善を図り実施する。 

② 鈴鹿工業高等専門学校運営規則に基づき、各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的な

学校運営を行う。 

③ 情報管理システム・組織を整備する。 

④ 教員の教育研究能力および教育研究資源の把握とその活用に努める。 

⑤ 競争的資金の積極的な獲得と有効な活用を図る。 

⑥ 鳥羽商船との連携を推進する。 

⑦ 新たに立ち上げたリスクマネジメント委員会を中心に学内の安全管理、特に火災発生の防止を重点課題として

取組む。 

⑧ 機構の実施する管理職研修に積極的に応募・参加する。 

⑨ 機構の提供する IT 資産管理システムにより、ソフトウェア管理を適正かつ効率的に行う。 

⑩ ５０周年事業について具体的な検討を継続する。 

[追加・修正事項] 

【追加】 

  

 

【修正】 

   

中間報

告 

① 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。その方策の一つとして、教職員会議ではペー

パーレス化を図り、資料をモニターで映しており、今月のハイライトなトピックスを写真等で紹介している。 

② 鈴鹿工業高等専門学校運営規則に基づき、各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的な

学校運営を行う。 

③ 情報管理システム整備として、情報セキュリティ学生規程を制定した。 

④ 教員の教育研究能力および教育研究資源の把握とその活用に努め、教育奨励賞を３名の教員に、また、高専

機構顕彰制度に基づき、教員２名を推薦した。 

⑤ 競争的資金の積極的な獲得を図るため、外部有識者を招き校内説明会を実施している。 

⑥ 鳥羽商船と連携して、エンジニアリング教育用教材を作成し、また、練習船を利用した寮生役員の合同研修会を

実施している。 

⑦ 危機管理規則を制定し、リスクマネジメント委員会に替わるリスク管理室を設置し、危機管理マニュアルを作成中

である。 
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⑧ 機構の実施する管理職研修に積極的に応募・参加する。 

⑨ 機構の提供する IT 資産管理システムにより、ソフトウェア管理を適正かつ効率的に行う。 

⑩ 創立５０周年事業として、記念式典、記念講演会等の実施日程を決定し、また、「先進的エンジニアリング教育支

援基金」の創設を行った。 

検討事

項 

（中間） 

  

実績 

① 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。その方策の一つとして、教職員会議ではペー

パーレス化を図り、資料をモニターで映しており、今月のハイライトなトピックスを写真等で紹介している。 

② 鈴鹿工業高等専門学校運営規則に基づき、各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的な

学校運営を行う。 

③ 情報管理システム整備として、情報セキュリティ学生規程を制定した。 

④ 教員の教育研究能力および教育研究資源の把握とその活用に努め、教育奨励賞を３名の教員に、また、高専

機構顕彰制度に基づき、教員２名を推薦した。 

⑤ 競争的資金の積極的な獲得を図るため、外部有識者を招き校内説明会を実施している。 

⑥ 鳥羽商船と連携して、エンジニアリング教育用教材を作成し、また、練習船を利用した寮生役員の合同研修会を

実施している。 

⑦ 危機管理規則を制定し、リスクマネジメント委員会に替わるリスク管理室を設置し、危機管理マニュアルを作成中

である。 

⑧ 機構の実施する管理職研修に１名の教員が応募・参加した。 

⑨ 機構の提供する IT 資産管理システムにより、ソフトウェア管理を適正かつ効率的に行うよう全教職員に依頼し

た。 

⑩ 創立５０周年事業として、記念式典、記念講演会等の実施日程を決定し、また、「先進的エンジニアリング教育支

援基金」の創設を行った。 

自己評

価 
  

自己評定 

4 

次年度

の検討

事項 

機構の提供する IT 資産管理システムにより、ソフトウェア管理を適正かつ効率的に行えるよう徹底する。 

（出典 総務課資料）
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 鈴鹿工業高等専門学校危機管理規則（抜粋） 

第２条 前条の目的を達成するため、この規則に定める危機管理の対象とする事象（以下「危機事象」という。）

は、次の各号の一に該当するものであって、組織的・集中的に対処することが必要な事態とする。  

一 学生等の安全に係わる重大な事態  

二 本校の教育研究等の活動の遂行に重大な支障がある事態  

三 本校に対する社会的信頼を損なう事態  

四 施設管理上の重大な事態  

五 その他前各号と同等の重大な事態  

（校長等の責務）  

第３条 校長は、本校における危機管理を統括し、危機を未然に防止するために必要な措置を講じなければならな

い。  

２ 教務主事、学生主事、寮務主事及び事務部長は、校長を補佐し、危機管理の充実に努めなければならない。  

３ 学科長、専攻科長、図書館長、センター長及び課長は、各学科、専攻科、図書館、各センター及び各課（以下

「学科等」という。）において、全校的な危機管理体制と連携し、学生等が本校に起因する危機により被害等を受け

ることがないよう常に配慮しなければならない。  

４ 教職員は、危機管理意識をもって、その職務の遂行に努めなければならない。  

（リスク管理室の設置）  

第４条 本校に危機管理を総合的かつ計画的に推進するためリスク管理室を設置するもの 

とする。  

２ リスク管理室は、危機管理体制の充実に努め、必要な危機管理に当たるものとする。  

３ リスク管理室の構成員（以下「リスク管理室員」という。）は、次のとおりとする。  

一 校長  

二 教務主事、学生主事、寮務主事及び事務部長  

三 研究主事、図書館主事、渉外担当主事及び専攻科長  

四 総務課長及び学生課長  

五 その他校長が指名する者  

４ リスク管理室に室長及び副室長を置き、室長は校長を、副室長は教務主事及び事務部長をもって充てるものとす

る。  

（リスク管理室の業務等）  

第５条 リスク管理室は、次に掲げる業務を行うものとする。  

一 想定される危機に関する危機事象に関する情報の収集及び分析  

二 想定される危機事象の検討、対応策の立案  

三 危機管理マニュアル等の作成、見直し及び周知  

四 学生等に対する適切な情報提供  

五 学生及び教職員への教育及び訓練の実施  

六 対策本部の組織体制及び活動内容の決定  
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七 緊急時の情報伝達体制の整備  

八 その他危機管理に係る必要な事項の実施  

（通報窓口）  

第６条 本校における危機事象に関する通報窓口は、総務課とする。  

（危機事象に関する通報等）  

第７条 学生及び教職員は，緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生する恐れがあることを発見した場合は、ただ

ちに総務課に通報しなければならない。  

２ 前項の通報を受けた総務課は、直ちにリスク管理室員に連絡しなければならない。  

３ 総務課及び前項の連絡を受けたリスク管理室員は、当該危機事象の状況を確認のうえ、直ちにリスク管理室長に

連絡するとともに、緊急に必要な措置を講じた場合においては、その旨も報告するものとする。  

４ 前項の連絡を受けたリスク管理室長は、必要に応じてリスク管理室員と対処方法等を協議するものとする。  

（対策本部の設置）  

第８条 校長は、前条の通報に基づき、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、運営規則第３条の規定に基

づき速やかに対策本部を設置するものとする。  

２ 対策本部の構成員は、次のとおりとする。  

一 第４条第３項第一号から第四号までの者  

二 その他校長が指名する者  

３ 本部長は、校長をもって充て、対策本部の業務を統括するものとし、副本部長は、教務主事、学生主事、寮務主

事及び事務部長をもって充て、本部長を補佐する。  

４ 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散するものとする。  

（対策本部の業務等）  

第９条 対策本部は、次に掲げる業務を行うものとする。  

一 情報の収集、整理、分析及び伝達  

二 対応方針及び対応策の検討  

三 関係機関との連絡、調整  

四 危機事象及び対応状況の記録  

五 その他本部長が必要と認めた業務  

（対策本部の権限等）  

第１０条 対策本部は、本部長の指揮の下に、迅速に危機事象に対処しなければならない。  

２ 学生及び教職員は、対策本部の指示に従わなければならない。  

３ 対策本部は、危機事象の対処終了後に、必要に応じて運営会議及び教職員会議に報告しなければならない。  

（機構本部リスク管理本部等との連携）  

第１１条 対策本部は、危機管理を総合的かつ有機的に実施するため、機構本部リスク管理本部と相互連携を図るも

のとし、必要に応じて関係行政機関及び保護者等と連携して対応するものとする。  

（校長が不在の場合の措置）  

第１２条 校長が出張等により不在の場合は、 校長が指名した者がこの規則に定める校長の職務を代行するものと

する。  
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（秘密保持の義務）  

第１３条 本校のリスク管理又は危機対策に関する業務に従事する職員は、その業務に関して知ることができた秘密

を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  

（事務）  

第１４条 危機管理に関する事務は、総務課が行うものとする。  

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 鈴鹿工業高等専門学校危機管理規則）

 

資料 11－１－②－10

 

危機管理マニュアル（抜粋） 

 

目    次 

 

 

１．目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．緊急事態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

３．危機管理体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

４．危機管理体制フローチャート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

５．災害及び事故事件発生時の情報連絡体制 ・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 

６．災害発生時における教職員の学校への参集基準 ・・・・・・・・・・・・４ 

 

７．災害発生時の防災体制及び任務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

８．本校における災害発生時の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

９．本校における地震及び津波の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

10．防災対策本部の必需品等一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

11．機構本部へ第一報を行う基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

12．関係機関等連絡先一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 
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13．地震発生時の基本的な対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

14．津波警報（注意報）が発令された場合の基本的な対応 ・・・・・・・・１８ 

（出典 総務課資料）

 

資料 11－１－②－11

 

平成２３年度防災訓練実施要領 

  

目    的    鈴鹿工業高等専門学校防災規則に基づき、災害を最小限にとどめ、 学生・教職員等の生命・身体の安

全を確保するため、避難等の訓練 を行うものである。 また、常に災害予防に対する心構えを持たせ、防災上必要な

知識の普及を図るものである。  

  

日    時    平成２３年９月７日（水）  14:30 ～16:00  

  

訓練種別    避難訓練  

  

対 象 者    学生及び教職員、旭が丘小学校４～６年生(予定)  （雨天：各クラス代表学生２名及び教職員）  

  

訓練場所    電気電子工学科棟、電子情報工学科棟、青空広場、管理棟第一会議室（旭が丘小学校）  

（雨天：第３合併教室）  

  

訓練の想定  14 時 30 分頃（就学時間内）に、伊勢湾沖を震源地とする極めて強い地震（震度６弱）が発生し、大

津波警報が発令されたことを想定する。  

   

主な訓練の内容  

①  避難訓練  

②  通報訓練  

③  消防署員講評  

  

(雨天の場合)    

①消防署員による講話  

②ビデオ視聴  

③ＡＥＤ訓練 

（出典 総務課資料）
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（出典 学生課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では管理運営に関する諸規則を十分に整備しており，各種委員会，事務組織及び付属施設が，

学校運営上役割を明確に分担し，機能的，効果的な活動を行っている。また，教育に係る委員会と管

理運営組織等の連携も円滑に行っている。さらに，リスク管理室，危機管理規則，危機管理マニュア

ル等の危機管理に係る体制を整備し、防災訓練を行っている。 
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観点11－２－①： 自己点検・評価が学校として策定した基準に基づいて高等専門学校の活動の総

合的な状況に対して行われ，かつ，その結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の目的を達成するために，高専機構の中期目標・計画の大枠の下に，平成16年度に独自に策定

した第１期中期目標・計画及び平成21年度の第２期中期目標・計画に基づいた評価項目を設定し，そ

の達成状況について自ら点検評価している（資料11－２－①－１，２）。そのため，中期目標・計画

に基づいた年度計画を策定し，各般の業務を年２回点検・評価している（資料11－１－②－８）。平

成21年度に第１期中期目標期間 中期計画活動経過報告書として中期計画自己点検評価報告書を作成

しており，本校ウェブサイトで公表している。（資料11－２－①－３）。 

 

資料11－２－①－１

中期目標対照表（抜粋） 

 

中 期 目 標 （ 第 1 期 ） 中 期 目 標 （ 第 2 期 ） 

４ 管理運営に関する目標 ４ 管理運営に関する目標 

  校長のリーダーシップの下に，運営会議を中心とした

施策立案，審議執行及び評価監査のサイクルを確立

するとともに，迅速かつ効率的な運営を図るため，運営

会議及び各種委員会の位置付け，機能及び審議・協

議事項の明確化を図る。 

 また，本校における教育研究等の活動全般について

自己点検・評価を行うとともに，広く外部からの意見を

取り入れ，開かれた学校運営を行う。 

 さらには，限られた各種資源を戦略的に配分するた

め，本校の運営方針に基づき，重点的に資源配分す

る仕組みを整備するとともに，事務組織の機能，編成

等を見直し，事務処理の効率化・簡素化並びに事務

職員及び技術職員の資質の向上に努める。 

  校長のリーダーシップの下に，運営会議を中心とし

た施策立案，審議執行及び評価監査のサイクルを確

立するとともに，迅速かつ効率的な運営を図るため，

運営会議及び各種委員会の位置付け，機能及び審

議・協議事項の明確化を図る。 

 また，本校における教育研究等の活動全般につい

て自己点検・評価を行うとともに，広く外部からの意見

を取り入れ，開かれた学校運営を行う。 

 さらには，限られた各種資源を戦略的に配分するた

め，本校の運営方針に基づき，重点的に資源配分す

る仕組みを整備するとともに，事務組織の機能，編成

等を見直し，事務処理の効率化・簡素化並びに事務

職員及び技術職員の資質の向上に努める。 

（出典 総務課資料）
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中期計画対照表（抜粋） 

 

第1期中期目標・中期計画から第2期中期目標・中期計画への改善点等を下線で示す。 

 

４ 管理運営に関する事項 ４ 管理運営に関する事項 

             

 (1)  校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率

的な学校運営を図るとともに，学校の管理運

営に関する不断の点検評価と継続的な改善

を行う。 

  (1)  校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率

的な学校運営を図るとともに，学校の管理運

営に関する不断の点検評価と継続的な改善

を行う。 

     

     

 (2)  各種委員会の整理統合を図り，その位置付

け，機能及び審議事項を明確にし，効果的か

つ効率的な学校運営を行う。 

  (2)  各種委員会の位置付け，機能及び審議事

項を明確にし，効果的かつ効率的な学校運

営を行うとともに，本校の PDCA サイクルシス

テムに基づいて委員会活動の成果・効果を

評価しつつ改善を図る。 

     

     

 (3)  外部の意見を学校運営に反映させるため，

学外有識者から成る評議員会を創設する。 

  (3)  外部の意見を学校運営に反映させるため，

学外有識者から成る参与会を創設する。      

 (4)  内部監査体制を構築し，また他高専等と連

携して，監査の強化を図る。 

  (4)  内部監査体制を構築し，また他高専等と連

携して，監査の強化を図る。      

 (5)  教職員の職務状況を客観的に評価するシ

ステムを確立し，その評価活動を全教職員の

資質の向上と業務運営の効率化に反映させ

る。また，学校経営の観点から業務内容と業

務量の見直しを行い，適正な人員配置（アウ

トソーシングを含む。）と業務の合理化・効率

化を図る。 

  (5)  教職員の職務状況を客観的に評価するシ

ステムを確立し，その評価活動を全教職員の

資質の向上と業務運営の効率化に反映させ

る。また，学校経営の観点から業務内容と業

務量の見直しを行い，適正な人員配置（アウ

トソーシングを含む。）と業務の合理化・効率

化を図る。 

     

     

     

     

 (6)  職員の能力開発と専門性の向上のため，民

間等で行う研修を含めた研修会に積極的に

参加させる。 

  (6)  職員の能力開発と専門性の向上のため，民

間等で行う研修を含めた研修会に積極的に

参加させる。 

     

 (7)  職員の採用・人事交流に当たっては，専門

的知識や技能を有する人材を確保する。 

  (7)  職員の採用・人事交流に当たっては，専門

的知識や技能を有する人材を確保する。      

           (8)  再雇用等定年後の雇用について合理的効

果的な方法を検討し実施する。             

          (9)  本校独自の自主的な自己点検評

価基準の作成について検討を進め

る。 
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          ５ その他 

             校長のリーダーシップのもとで近隣高専との

連携を考慮しながら，本校の将来像を検討し

策定する。 

（出典 総務課資料）

 

資料１１－２－①－３

自己点検評価項目一覧 

評価項目 
担当 

 指標 

1. 目的・目標の状況 将来計画検討委員会/総務課 

  1(1) 目的・目標の策定・公開状況 将来計画検討委員会/総務課 

2. 教育に関する状況 教務委員会 

2-1. 入学者の確保に関する取組状況 入学試験委員会 

  

2-1(1) アドミッションポリシーの状況 入学試験委員会 

2-1(2) 入試広報の状況 入試対策室 

2-1(3) 入学者選抜方法の点検と改善状況 入学試験委員会/入試対策室 

2-2. 教育課程の編成等の状況 教務委員会 

  

2-2(1) 教育課程の編成状況 教務委員会 

2-2(2) 専攻科の状況 教務委員会（専攻科分科会） 

2-2(3) JABEE プログラムの状況 
教務委員会（複合型生産システム工学プログラ

ム推進部会） 

2-2(4) 教員間の連携状況 教務委員会 

2-2(5) 統合・再編等の検討状況 将来計画検討委員会（将来構想部会） 

2-2(6) 教育改革の動向の把握と教育課程の見直し状況 教務委員会 

 2-2(7) 学力等の評価方法の検討及び導入状況 教務委員会 

 

2-2(8) 学生・卒業生による学校評価方法の検討及び実施状況 自己点検評価・改善委員会（点検評価部会） 

2-2(9) 創造教育の推進状況 教務委員会 

2-2(10) 社会奉仕体験活動等への参加状況 学生委員会 

2-3. 優れた教員の確保状況 総務課 

  
2-3(1) 多様で優れた教育力を持つ教員の採用状況 教員選考委員会/総務課 

2-3(2) 教員の研修・人事交流等の推進状況 運営会議/総務課 
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2-3(3) ＦＤ活動の状況 教務委員会（FD 部会） 

2-3(4) 教員顕彰の状況 
自己点検評価・改善委員会（教員表彰選考部

会） 

2-4. 教育の質の向上及び改善の状況 教務委員会 

  

2-4(1) e-learning 等教材の開発、学習効果等の評価状況 教務委員会（情報教育部会） 

2-4(2) 学校の枠を超えた学生の交流活動の状況 教務委員会 

2-4(3) 教育方法の工夫・改善状況 教務委員会 

2-4(4) 基礎教育の状況 教務委員会 

2-4(5) 情報教育の状況 教務委員会（情報教育部会） 

2-4(6) 教育改善のフォローアップ状況 
自己点検評価・改善委員会（教育改善フォロー

アップ部会） 

2-4(7) 第三者評価への取り組み状況 自己点検評価・改善委員会 

2-4(8) 多角的評価に向けたデータベースの構築・整備状況 自己点検評価・改善委員会 

2-4(9) 教員の活動に関するデータベースの構築・整備状況 研究活動推進委員会 

2-4(10) インターンシップの取組状況 教務委員会 

2-4(11) 大学等との教育の連携状況 教務委員会 

2-5. 学生支援・生活支援等の状況 学生委員会 

 2-5(1) 学生支援・生活支援の状況 学生委員会 

 

2-5(2) 学習支援の状況 教務委員会 

2-5(3) 交通指導の状況 学生委員会（交通指導部会） 

2-5(4) 生活指導の状況 学生委員会（生活指導部会） 

2-5(5) 課外活動等への支援体制の充実状況 学生委員会（課外活動部会） 

2-5(6) 学級担任制の実施状況 学生委員会／教務委員会 

2-5(7) 就職・進学支援の充実と改善状況 進路支援委員会 

2-5(8) 学生支援室の状況 学生支援室 

2-5(9) セクハラ防止対策の状況 セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会 

2-5(10) 図書館の状況 図書・文化委員会（図書館運営部会） 

2-5(11) 学生寮の状況 寮務委員会 

 

2-5(12) 教育研究支援室の状況 教育研究支援室／教務委員会 

2-5(13) 情報処理センターの状況 情報処理センター 

2-5(14) 実習センターの状況 実習センター 

2-5(15) 各種奨学制度の活用状況 学生委員会 

2-5(16) 「木村奨学金」制度の状況 教務委員会（学生表彰選考分科会） 
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2-6. 教育環境の整備・活用状況 将来計画検討委員会 

  

2-6(1) 教育環境整備状況 
将来計画検討委員会（施設整備分科会）／環

境マネジメント分科会 

2-6(2) 施設の有効利用の促進状況 将来計画検討委員会（施設整備分科会） 

2-6(3) 安全管理の実施状況 安全衛生委員会／リスクマネジメント委員会 

 2-6(4) 実験安全管理の状況 安全衛生委員会（実験安全管理分科会） 

3. 研究に関する状況 研究活動推進委員会 

  

3(1) 競争的研究資金の導入と学内研究活動の活性化状況 
研究活動推進委員会（研究推進・産学官連携

部会） 

3(2) 学科横断的な学内共同研究の推進状況 
研究活動推進委員会（研究推進・産学官連携

部会） 

3(3) 産学官連携協力の状況 
研究活動推進委員会（研究推進・産学官連携

部会） 

3(4) 特許取得の奨励・支援状況 研究活動推進委員会（知的財産分科会） 

3(5) 研究紀要の状況 図書・文化委員会（紀要発行部会） 

4. 社会との連携、国際交流に関する状況 広報交流委員会 

  

4(1) ホームページの状況 広報交流委員会（ホームページ部会） 

4(2) 広報誌の状況 広報交流委員会（広報誌発行部会） 

4(3) 共同研究推進センターの状況 共同研究推進センター 

4(4) 研究成果の広報状況 
研究活動推進委員会（研究推進・産学官連携

部会） 

4(5) 公開講座の実施状況 広報交流委員会（地域交流分科会） 

4(6) 卒業生との連携状況 
研究活動推進委員会（研究推進・産学官連携

部会） 

4(7) 国際交流の促進状況 広報交流委員会（国際交流分科会） 

4(8) 留学生の支援状況 寮務委員会（留学生部会） 

5. 管理運営に関する状況 運営会議 

 
5(1) 学校運営における校長のリーダーシップと各種委員会の

整理状況 
運営会議 

 5(2) 点検評価改善状況 自己点検評価・改善委員会（点検評価部会） 

 5(3) 内部監査体制等の状況 総務課 

 

5(4) 教職員評価の状況 総務課 

5(5) 職員の能力開発状況 総務課 

5(6) 職員の採用・人事交流状況 総務課 
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6. 業務運営の効率化の状況 総務課 

  6(1) 人員管理・業務の効率化の状況 教員選考委員会/総務課 

7. 財務内容の改善に関する状況 総務課 

  

7(1) 外部資金の状況 総務課 

7(2) 財務管理状況 総務課 

7(3) 予算の状況 予算委員会 

7(4) 校長裁量経費の拡充状況 予算委員会 

7(5) 固定的経費の縮減状況 総務課 

7(6) 配分予算余剰金の状況 総務課 

（出典 総務課資料）

 

資料11－２－①－４

中期計画自己点検評価報告書（抜粋） 

 

自己点検評価報告書 
 

鈴鹿工業高等専門学校第 1 期中期目標期間 

中期計画 活動経過・結果報告書 

 

評価期間 平成 16 年 4 月～平成 21 年 3 月 

 

鈴鹿工業高等専門学校 

平成 22 年 1 月 
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目 次 

 

Ⅰ 鈴鹿工業高等専門学校の現況及び特徴      5 

 

Ⅱ 目的          8 

 

Ⅲ 中期目標・中期計画         13 

 

Ⅳ 自己点検評価         23 

 

1 教育に関する状況        24 

1-1 入学者の確保に関する取組状況     24 

1-2 教育課程の編成等の状況      28 

1-3 優れた教員の確保の状況      41 

1-4 教育の質の向上及び改善の状況     47 

1-5 学生支援・生活支援等の状況     59 

1-6 教育環境の整備・活用状況      71 

2  研究に関する状況       80 

3  社会との連携，国際交流に関する状況     88 

4  管理運営に関する状況       97 

5  業務運営の効率化の状況      106 

6  財務内容の改善に関する状況      108 

 

資料           113 

（出典 本校ウェブサイト）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，独自に策定した中期目標・計画に基づいて，各般の業務を年２回点検・評価している。，

第１期中期目標・計画（平成16～20年度）に対する自己点検評価結果に対して中期計画自己点検評価

報告書としてまとめ，本校ウェブサイトで公表している。 
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観点11－２－②： 自己点検・評価の結果について，外部有識者等による検証が実施されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 中期計画自己点検評価報告書を基に，平成21年度に外部評価委員会を開催し，その提言等を外部評

価改善報告書としてまとめ，本校ウェブサイトで公開している（資料11－２－②－１～５）。 

 

 

 

資料 11－２－②－１

 

外部評価委員会規則（抜粋） 

 

（組織） 

第２条 委員会は、校長が指名した次の各号に掲げる 10 名以内の委員で組織する。 

(1) 本校の卒業生 

(2) 高等教育機関及び研究機関に在職する者 

(3) 産業界等の関係者 

(4) その他高等専門学校に関し学識及び経験を有する者 

２ 委員の任期は、１年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、非常勤とする。 

（委員長） 

第３条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

４ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。 

（任務） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議し、及び校長に対して助言又は勧告等

を行う。 

 (1) 本校の教育研究活動等（教育プログラムを含む。）について本校が行う点検・評価に関する事項 

 (2) その他本校に関する評価に関する事項 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 外部評価委員会規則）
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外部評価委員会開催通知（抜粋） 

 

  平成２１年１１月２６日 

 

 あああああああああ 

ああああああああ 殿 

 

鈴鹿工業高等専門学校長 

     高 橋 誠 記 

 

外部評価委員会の開催について(通知) 

 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本校の発展に多大のご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、先般ご照会いたしましたこのことについて、各委員の皆様にご意見を賜りたく、下記のとおり開催いたしま

ので、ご多忙中恐縮に存じますが、ご出席いただきます 

ようお願い申し上げます。 

  

記 

 

日  時   平成２２年３月５日(金)１３時３０分～ 

 

場  所   本校第１会議室 

（出典 総務課資料）

 

 資料 11－２－②－３

 

【本日のスケジュールについて】 

○ はじめに（配布資料等の確認等）                 13:30-13:35 

○ 校 長 挨 拶                             13:35-13:40 

○ 外部評価委員会委員及び同委員会対応者紹介(事務部長)   13:40- 

○ 委員長の選出(校長)                                 -13:50 

○ 学 校 説 明 (校長)                  13:50-14:25 

○  自己点検評価報告書の説明（点検評価部会長）      14:25-15:00 

○ 自己点検評価報告に関する意見交換               15:00-15:50 

○ 校長挨拶                                         15:50-16:00 

（出典 総務課資料）
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外部評価委員会委員名簿 

区 分 所 属 等 職 名 氏 名 

本校卒業生    

高等教育機関等    

  〃    

  〃    

  〃    

産業界等    

  〃    

その他学識経験者    

  〃    

  〃    

   （敬称略） 

（出典 総務課資料）

 

資料 11－２－②－５

外部評価改善報告書（抜粋） 

 

 

外部評価・改善報告書 
 

 

鈴鹿工業高等専門学校第 1 期中期目標期間 

（平成 16 年 4 月～平成 21 年 3 月） 

 

鈴鹿工業高等専門学校 

平成 24 年 3 月 
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目  次 

 

外部評価委員会の日程等 1 

 

外部評価委員会委員名簿 2 

 

外部評価委員会規則 3 

 

外部評価委員会議事要録 4 

 

○ 学校説明及び質疑応答 

 

○ 自己点検評価報告書の概要説明 

 

○ 自己点検評価報告に基づく意見交換 

 

  第 1 期中期目標・中期計画 改善方策 

   

   ○ 外部評価委員からの提言のまとめ 

 

○ 第 2 期中期目標・中期計画 

 

平成 22 年度及び平成 23 年度における改善実績概要 

 

   ○ 外部評価委員からの提言に対する対応実績概要 

 

   ○ 第1期中期目標・中期計画の達成状況の問題点等及び改善実績概要 

（外部評価資料） 

  自己点検評価報告書（要約版） 

－鈴鹿工業高等専門学校第 1 期中期目標期間 中期計画 活動経過・結果報告書－ 

（出典 本校ウェブサイト）

 

（分析結果とその根拠理由） 

本校独自の点検・評価に対して平成21年度に外部評価委員会を開催，検証し，その提言等を外部評

価改善報告書としてまとめている。 



鈴鹿工業高等専門学校 基準11 

 

 

- 828 -

観点11－２－③： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の管理運営は本校独自の「自己点検・評価改善システム」（資料11－１－①－15）により行っ

ている。策定した具体策（PLAN）の達成に向けて行った改善活動(DO)の点検結果（CHECK）を受けて，そ

の改善に向けた対処を促し（ACTION），それを受けて対応策を講じる（Re-PLAN）。そして，その策定された

改善策に則った改善活動を行い（DO），その成果を再び点検評価する（CHECK）という連続した一つの自己

点検・評価改善（PDCA）サイクルを構成している。 

第１期中期計画の管理運営に関する自己点検評価項目である「点検評価改善状況」において，自己

点検評価改善（PDCA）サイクルのCHECKおよびACTION機能が不十分であること及び自己点検評価結果が

公表されていないという自己評価結果であったため（資料11－２－③－１），中期計画自己点検評価報告

書及び外部評価改善報告書を本校ウェブサイトで公開した（資料11－２－①－２，資料11－２－②－

５）。 

教育の質の向上及び改善の状況に関する自己点検評価項目である「第三者評価への取り組み状況」

では，学外有識者から成る評議員会である参与会については規則の整備のみにとどまっていたため，

平成23年度に参与会を開催した（資料11－２－③－２～５）。また，「多角的評価に向けたデータベ

ースの構築・整備状況」では，データベース構築・整備には至っていないが，「自己点検評価一覧」ファイ

ル管理システムを活用しデータ収集等を行った。 

 

資料11－２－③－１

○ 第 1 期中期目標・中期計画の達成状況の問題点等及び改善実績概要（抜粋） 

 

中期計画（第 1 期） 問題点等及び改善実績概要 

1-4 教育の質の向上及び改善の状況  

1-4 (7) 第三者評価への取り組み状況  

外部評価，認証評価，JABEE 審査等の第三者評価に

積極的に取り組み，持続的な教育改善を図るとともに，

教員の教育，研究，社会貢献等の活動に関するデータ

ベースを構築・整備する。 

＜問題点等＞ 

外部評価委 員会を開催するとともに，認証評価・

JABEE 認定継続審査を受審しており，第三者評価へ積

極的に取り組んできた。これらの評価に必要な自己点検

評価シートを作成したが，データベースの構築・整備に

は至っていない。学外有識者から成る評議員会である参

与会については規則の整備のみにとどまっている。 

 ＜改善実績概要＞ 

 参与会を平成 24 年 3 月 16 日に開催した（平成 23 年

度）。 
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資料11－２－③－１

 

1-4 (8) 多角的評価に向けたデータベースの構築・整備

状況 

  

外部評価，認証評価，JABEE 審査等の第三者評価に

積極的に取り組み，持続的な教育改善を図るとともに，

教員の教育，研究，社会貢献等の活動に関するデータ

ベースを構築・整備する。 

＜問題点等＞ 

外部評価，認証評価，JABEE 審査等の第三者評価の

ための自己点検評価シートを作成し，実際に PDCA を行

い，年度計画の作成，中間報告会，年度末報告会を実

施したが，データベース構築・整備には至っていない。 

 ＜改善実績概要＞ 

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第

三者評価に対応する「自己点検評価一覧」ファイル管理

システムを活用し，平成 24 年度の認証評価受審に向け

たデータ収集等を行った（平成 22，23 年度）。 

4 管理運営に関する状況  

4 (2) 点検評価改善状況  

学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な

改善を行う。 

 

＜問題点等＞ 

学校の管理運営に関する点検評価と継続的な改善を

行う自己点検・評価改善システムおよび自己点検評価シ

ート・データベースが整備され有効に運営されているが，

自己点検評価改善（PDCA）サイクルの CHECK および

ACTION 機能が不十分であることおよび自己点検評価

結果が公表されていない。 

＜改善実績概要＞ 

外部評価委員からの提言に加え，第 1 期中期目標

・中期計画の達成状況の自己評価結果に基づいて，

管理運営等に関する改善を実施した。 

自己点検評価報告書（平成 22 年 1 月）（鈴鹿工業高

等専門学校 第 1 期中期目標期間 中期計画 活動経

過・結果報告書）及び外部評価・改善報告書（平成 24

年 4 月）（鈴鹿工業高等専門学校 第 1 期中期目標・中

期計画）を本校ウェブサイトで公開予定（平成 24 年度）。

（出典 外部評価改善報告書 p.43）
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 資料11－２－③－２

参与会規則（抜粋） 

 

 （任務） 

第２条 参与会は、校長の諮問に応じて、本校の運営に関する重要事項を審議し、意見を述べること。 

（組織） 

第３条 参与会は、高等教育及び科学技術の振興に関し優れた識見を有する学外者のうちから、校長が委嘱する５名

以内の参与をもって組織する。  

２ 参与の任期は２年とし、再任を妨げない。 

３ 前項の参与に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会長） 

第４条 参与会に会長を置き、校長が指名する。  

２ 会長に事故があるときは、校長が指名する参与がその職務を代行する。 

（出典 本校ウェブサイト 参与会規則）

 

資料11－２－③－３

参与会開催通知（抜粋） 

 

                                     鈴専総第  257-2 号 

平成２４年２月１５日 

 ああああああああ  殿 

 

鈴鹿工業高等専門学校長 

                   高 橋 誠 記 

 

参与会の開催について(依頼) 

 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、本校の発展に多大のご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、先般ご照会いたしましたこのことについて、各委員の皆様にご意見を賜りたく、下記のとおり開催いたし

すので、ご多忙中恐縮に存じますが、ご出席いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

日  時   平成２４年３月１６日(金) １４時００分～ 

場  所   本校第１会議室 

（出典 総務課資料）
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資料11－２－③－４

参与会スケジュール 

 

【本日のスケジュールについて】 

○ はじめに（配布資料等の確認等）（総務課長）         14:00-14:05 

○ 校 長 挨 拶                               14:05-14:15 

○ 本校対応者紹介(事務部長)                   14:15-14:20 

○ 学 校 説 明 (校長)                       14:20-14:35 

○  教育研究及び学生指導の現状と課題について（副校長）     14:35-14:55 

○ 意 見 交 換                                    14:55-15:55 

○ 校 長 挨 拶                                              15:55-16:00 

（出典 総務課資料）

 

資料11－２－③－５

 

参与会委員名 

   （50 音順） 

氏 名 職 名 所 属  備 考 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

   (敬称略） 

（出典 総務課資料）

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では評価結果をフィードバックをし，本校の目的の達成のために改善に結びつけられる継続的

な評価改善システムが整備し，有効に運営している。 
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観点11－３－①： 外部有識者等の意見や第三者評価の結果が適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

第１期中期計画自己点検評価報告書（平成 16～20 年度）に基づいて，平成 21 年度に外部評価委員

会を開催し，その提言等を外部評価改善報告書としてまとめている（資料 11－２－②－５）。外部

評価委員の提言（資料 11－３－①－１）に基づいて，合同就職説明会（資料 11－３－①－２）を開

催し，鈴鹿市，三重県内の地元企業の状況を学生に情報提供するとともに，インターンシップ時にお

ける訪問企業との打ち合わせを行い，地域に密着した進路の開拓に努めている。また大学合同説明会

（資料 11－３－①－３）を開催し，進学情報を学生に情報提供している。さらに，学科卒業生の就

職先上司，専攻科修了生の上司・指導教員による学習・教育目標の達成度評価，卒業（修了）生によ

る学習・教育目標の達成度評価および満足度評価のアンケート調査を実施するなど，本校の管理運営

に反映させている。 

 

資料 11－３－①－１

○ 外部評価委員からの提言に対する対応実績概要 

外部評価委員からの提言に対して，平成 22 年度及び平成 23 年度における対応実績の概要について示す。 

 

 外部評価委員の提言 １ 

本校の学生に対する進路支援体制の充実を図り，地域交流・地域連携・産学官連携等を通じて本校の教育研究

の成果を社会に還元するため，鈴鹿市，三重県内の地元企業の状況を学生に情報提供するとともに，地域に密着

した進路の開拓に努める。 

 ＜対応実績概要＞ 

 ① 県内中小企業見学会への参加 

三重県農水商工部振興室主催の「魅力発見！ものづくり中小企業バスツアーIN 三重」に第４学年の学生が参

加した。 

   日時：平成 22 年８月 22 日～27 日  見学企業：９社，参加学生：7 名 

 ② 合同就職説明会の開催 

第４学年と専攻科１年次に在籍する学生を対象に，三重県内の中小企業を招いた合同説明会を本校体育館で開

催した。 

開催日：平成 22 年 11 月 17 日，参加企業：14 社，参加学生：148 名 

開催日：平成 23 年 11 月 16 日，参加企業：13 社，参加学生：141 名 

 

 外部評価委員の提言 ２ 

本校における教育研究活動等の自己点検・評価として，学科卒業生・専攻科修了生の受入企業の上司及び進学

先の指導教員に対して「学習・教育目標」の達成度等に関するアンケート調査を実施し，本校の教育の成果につ

いての課題等を把握・改善する。 
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資料11－３－①－１続き

 

 ＜対応実績概要＞ 

 ① 平成 19 年～21 年度専攻科修了生の採用企業の上司あるいは進学大学院の指導教員に対する「複合型生産シス

テム工学」プログラムの学習・教育目標，達成度評価及びその成果等に関するアンケート調査を実施・分析し

た（平成 22 年度）。 

 ② 平成 22 年度学科卒業生の採用企業の上司に対する「学習・教育目標」の達成度等に関するアンケート調査を

実施・分析した（平成 23 年度）。 

 

 外部評価委員の提言 ３ 

本校における教育研究活動等の自己点検・評価として，学科卒業生・専攻科修了生に対して「学習・教育目

標」の達成度及び本校の教育・学生支援に関する満足度等についてアンケート調査を実施し，本校の教育の成果

及び学校評価についての課題等を把握・改善する。 

 ＜対応実績概要＞ 

 平成 21 年度学科卒業生及び専攻科修了生に対する「学習・教育目標」の達成度及び満足度等に関するアンケ

ート調査を実施・分析した（平成 23 年度）。 

（出典 外部評価改善報告書 p.37）

 

資料 11－３－①－２

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－①－３

 

（出典 学生課資料）

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

評価結果をフィードバックし，本校の目的の達成のために改善に結びつける継続的な評価改善シス

テムを整備しており，有効に運営している。 

 

 



鈴鹿工業高等専門学校 基準11 

 

 

- 835 -

観点11－３－②： 学校の目的を達成するために，外部の教育資源を積極的に活用しているか。 

 

（観点に係る状況）  

夏休みに全国の企業でインターンシップを実施し，社会人としての研修を行い，学生の資質向上に

役立てており（資料11－３－②－１），キャリアガイダンス（資料11－３－①－２，３，資料11－３

－②－２～４）による進路支援を行っている。また，地域との産学官・地域連携活動を進めており

（資料11－３－②－５），産学官交流フォーラムでは専攻科学生に研究発表の機会を与え，一般来場

者へのプレゼンテーション能力の向上，及び交流を図っている（資料11－３－②－６）。 

実践的専門教育の立場から，専攻科の技術者倫理では技術士会会員を非常勤講師として配置し（資

料11－３－②－７），また鈴鹿市「ものづくり動く支援室」から派遣された企業退職技術者による創

造工学及び創造活動プロジェクトの指導（文部科学省産学連携による実践型人材育成事業―ものづく

り技術者育成―「エキスパートのスキルと感性を導入した創造工学プログラムの構築」）（資料11－

３－②－８，９），企業技術者を活用した専攻科工学実験（「企業技術者等活用プログラム」支援事

業）（資料11－３－②－10），鳥羽商船高専と連携したTV会議システムを活用した専攻科の授業配信

（資料11－３－②－11）を行い、実践に則した授業を行っている。 

 人間性の涵養のために，鳥羽商船高専との学生寮役員合同研修会（資料11－３－②－12）や学寮役

員・指導班長合同合宿研修会（資料11－３－②－13），課外活動（音楽部定期演奏会や高専体育大

会）において地域の施設を利用し，他高専学生や一般市民との交流を図っている（資料11－３－②－

14,15）。  

国際性の涵養のために，海外の高等教育機関との学術交流協定に基づく学生海外派遣（資料11－３

－②－16,17），海外語学研修事業（資料11－３－②－18）及び国際的インターンシップ派遣（資料

11－３－②－19）を行っている。 

また，他高専との教員人事交流も行っている（資料11－３－②－20）。 
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資料11－３－②－１

 

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－２

 

 

（出典 学生課資料）

 

 

資料11－３－②－３

 

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－４

平成23年度企業説明会スケジュール（抜粋） 

1 月 会社 場所 2 月 会社 場所 

13 金 ②東邦ガス 16:30～ ②第１合併 1 水 ⑳三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱16:30～ 

(22)㈱ULJapan 17:00～ 

⑳第１合併 

(22)第１合併 

17 火 ③竹田設計工業 16:30～ ③第１合併 2 木 ⑯富士通クオリティ・ラボ㈱16:30～ 

(25) 関西電力 17:00～ 

⑯第１合併 

(25) 第１合併

19 木 ⑤光機械製作所 16:30～ 

⑨小島プレス工業 17:00～ 

⑤第 2 合併 

⑨第 2 合併 

3 金 ①ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 16:30～ ①第１合併 

20 金 ⑪スターインフォテック 16:30～ ⑪第１合併 6 月 ⑭日本ニューマチック工業 16:30～ ⑭第 1 合併 

24 火 ④中部資材 16:30～ ④第１合併 7 火 ⑮サントリープロダクツ(株)16:30～ ⑮大講義室 

25 水 ⑬三菱ガス化学 15:00～ ⑬第１合併 9 木 ⑰ミラクル・リナックス 16:30～ 

(24)ＪＸエネルギー17:00～ 

⑰第１合併 

(24)第１合併 

27 金 ⑧中部国際空港施設サービス 

16:30～ 

⑫中部電力 17:00～ 

⑧第１合併 

⑫第１合併 

10 金 (23)ｿﾆｰﾃﾞｼﾞﾀﾙﾈｯﾄﾜｰｸｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ

16:30～ 

(26) ミヤケ 17:00～ 

（23）第１合併 

（26）第１合併 

30 月 ⑦コニカミノルタ 16:30～ 

⑩日本車輌製造 17:00～ 

⑦第１合併 

⑩第１合併 

13 月 (28)ダイキン工業 16:30～ (28)第 1 合併

31 火 ⑰日本合成化学工業 16:30～ 

⑲富士ゼロックス 17:00～ 

⑰第１合併 

⑲第１合併 

14 火 (21)日立建機(株)15:00～ 

(27)大阪ガス(株)15:40～ 

(29)旭化成(株) 16:20～ 

(21)第 1 合併

(27)第 1 合併

(29)第 1 合併

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－５

 
（出典 総務課資料）
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資料１１－３－②－６

 
（出典 総務課資料）
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資料11－３－②－７

 

シラバス（技術者倫理）

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料11－３－②－８

 

「エキスパートのスキルと感性を導入した創造工学プログラムの構築」 

平成１９年度～平成２１年度事業報告書 

 

目次 

 

１ 実施事業の全体概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

 

２ 平成 19 年度事業の成果 

２．１ ものづくり技術者育成支援組織の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 

２．２ 創造工学等担当教職員企業研修システムの構築と実施・・・・・・・・・・・  3 

２．３ 創造工学等担当教職員と技術講師によるカリキュラム等の作成・・・・・・・ 12 

２．４ 燃料電池プロジェクトの創出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 

３ 平成 20 年度事業の成果 

３．１ 創造工学授業と学内技術プロジェクトの実施および検証・・・・・・・・・・ 14 

３．２ 創造工学等担当教職員企業派遣研修の実施・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 

３．３ 創造工学授業等カリキュラムの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

３．４ 特別講座「ものづくりの流れとその勘所」のカリキュラム検討と教材の作成 

・・・・・・・・ 21 

 

４ 平成 21 年度事業の成果 

４．１ 創造工学授業と学内技術プロジェクトの拡充と展開・・・・・・・・・・・・ 22 

４．２ 特別講座「ものづくりの流れとその勘所」の実施・・・・・・・・・・・・・ 30 

４．３ 平成 21 年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」に出展 ・・・・・・ 32 

 

５ まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

 

 

（別紙１）創造工学のシラバス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

（別紙２）平成２０年度創造工学（機械工学科）に係るカリキュラム検討委員会議事要旨 

・・・・・・・ 45 

（別紙３）平成２０年度創造活動プロジェクト（ロボコン）に係るカリキュラム検討委員会議事要

旨                                                                       ・・ 50 

（別紙４）電気電子工学科における創造工学授業の実施および検証・・・・・・・・・・ 53 

（別紙５）ソーラーカープロジェクトにおける学内技術プロジェクトの実施と検証・・・ 61 

（別紙６）企業研修会で得られた事項及びものづくり技術者教育に活かせると思う事項 

 －参加教職員の感想・意見集－ ・・・・・・・ 64 
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資料11－３－②－８続き

 

（別紙７）平成２１年度創造工学(生物応用化学科)に係るカリキュラム検討委員会議事要旨 

・・・・・・・ 73 

（別紙８）平成２１年度学内技術プロジェクト（プロコンプロジェクト）に係るカリキュラム検討

委員会議事要旨                                         ・・・・・・・・・・・ 77 

（別紙９）平成２１年度創造工学等実施アンケート                ・・・・・・・・・ 80 

（別紙 10）「全国高等専門学校 第２０回プログラミングコンテスト」受賞 記事 

                                                           ・・・・・・・・・・ 111 

（別紙 11）特別講座「ものづくりの基本、感性、勘所」アンケート 

                                             ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112 

（別紙 12）展示ポスター、配付資料                 ・・・・・・・・・・・・・・・ 121 

（出典 総務課資料）

 

資料11－３－②－９

平成２４年度非常勤技術講師一覧 

 

氏名 

担当科目等 

科目 
前期 後期 

数 時限（クラス） 数 時限（クラス） 

 創造工学 4 金 1-4(4M)    

 

ソーラーカープロジェク

ト  不定期  不定期 

 工学実験 4 金 3-4（専） 4 金 3-4（専） 

 ロボコンプロジェクト  不定期  不定期 

 創造工学 4 金 1-4(4C)    

 創造工学 4 金 1-4(4S)    

 工学実験 4 金 3-4（専） 4 金 3-4（専） 

 工学実験 4 金 3-4（専） 4 金 3-4（専） 

 

ソーラーカープロジェク

ト  不定期  不定期 

（出典 総務課資料）
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資料11－３－②－11

専攻科 1 年次実験の成果発表資料 

*赤字部分に学外から招いた企業技術者の氏名が記載されている。

（出典 日本高専学会第 17 回年会講演会 講演論文集）

資料11－３－②－10

専攻科１年次実験の成果発表資料（抜粋） 

 

*赤枠部分に学外から招いた企業技術者の氏名が記載されている。

（出典 日本高専学会第 17 回年会講演会講演論文集 p.19-20）
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資料 11－３－②－11

 

平成 22 年度エンジニアリングデザインに関する特別講演 

（テレビ会議システム配信スケジュール） 

 

10 月 4 日（月） 13:00～14:35 ものづくりとエンジニアリングデザイン 

   齊藤 正美先生（米子高専校長） 

10 月 8 日（金） 13:00～14:35 NC マシニングセンター開発で得た技術者魂 

   福嶋 吉久先生（株式会社安永） 

10 月 14 日（木） 13:00～14:35 企業が求める「変化に対応可能な人材」 

   中川 千恵子先生（株式会社中川製作所会長） 

10 月 15 日（金） 13:00～14:35 若手技術者の回想 － ゼロからの出発 

   山本 忠司先生（株式会社ヤマナカゴーキン） 

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－12

 

 

（出典 学生課資料）

 

 

資料11－３－②－13

 

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－１4

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－１5

 

 

（出典 学生課資料）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鈴鹿工業高等専門学校 基準11 

 

 

- 849 -

資料11－３－②－16

 

 

 

（出典 学生課資料）

 

資料11－３－②－17

 

（出典 学生課資料）
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資料11－３－②－18

 

（出典 学生課資料）

 

資料11－３－②－19

 

海外インターンシップ派遣先 

 

平成２１年度 ああああああああ  ヤマハ発動機（タイ） 

平成２２年度 ああああああああ  トヨタ自動車（タイ） 

         ああああああああ  ヤマハ発動機（タイ） 

平成２３年度 ああああああああ  ヤマハ発動機（ベトナム） 

         ああああああああ  ＴＡＮＡＫＡホールディング（シンガポール） 

（出典 学生課資料）

 

資料 11－３－②－20

 

教員人事交流 

 

   平成１８年～１９年 鳥羽商船から  教養教育科 准教授 佐波 学 

   平成１９年～２０年 沼津高専へ   教養科 講師 堀江 太郎 

   平成２４年～２５年 一関高専から  電子情報工学科 教授 柴田 勝久 

   平成２４年～２５年 鳥羽商船へ   一般教育 准教授 石谷 春樹 

（出典 総務課資料）
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（分析結果とその根拠理由）  

 インターンシップや産学官・地域連携活動，技術士会会員や企業退職技術者による授業，他高専と

の交流，海外派遣，地域の一般市民との交流などを実施し，外部の教育資源を積極的に活用している。 
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観点11－４－①： 高等専門学校における教育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報

を広くわかりやすく社会に発信しているか。 

 

（観点に係る状況） 

教育研究活動を年１回紀要として発行している（資料11－４－①－１，２）。また，教員の研究分

野，研究内容，企業の方へのメッセージなどを本校研究者データベースとしてウェブサイトで公開し

ている（資料11－４－①－３）。本校の研究内容を「鈴鹿高専技術便り」，「鈴鹿工業高等専門学校 

研究シーズ集」の刊行物及びウェブサイトで公開している（資料11－４－①－４，５）。 

 

資料11－４－①－１

 

紀要発行規則（抜粋） 

 

 （発行目的） 

第２条 紀要は、本校教職員等の研究成果等を論文として掲載発表することにより、教育の改善、学術研究の発展

に寄与することを目的とする。 

 （掲載論文） 

第３条 紀要に掲載する論文は、次のとおりとする。 

(1) 学術論文 

(2) 教育論文 

(3) 技術論文 

 (4) ノート 

（出典 本校ウェブサイト学内専用ページ 紀要発行規則）

 

資料11－４－①－２

 

（出典 本校ウェブサイト）
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 資料11－４－①－３

研究者データベース（抜粋） 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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資料11－４－①－４

鈴鹿高専技術便り（抜粋） 

 

（出典 本校ウェブサイト）

 

資料11－４－①－５

シーズ集（抜粋） 

 

（出典 本校ウェブサイト）
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（分析結果とその根拠理由）  

教育研究活動を年１回の紀要として発行しており，教員の研究分野，研究内容，企業の方へのメッ

セージなどを研究者データベース，技術便り，シーズ集として本校ウェブサイトで公開し，本校の教

育研究活動等の状況や，その活動の成果に関する情報を広くわかりやすく社会に発信している。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

国内外のインターンシップ，キャリアガイダンス，産学官・地域連携活動，技術士会会員の非常勤

講師，TV会議システムなど多種多様な教育資源を活用して，学生の専門的な実践教育を行っており，

学生の資質向上に役立てている。 

 

（改善を要する点） 

 該当なし 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

 本校の管理運営組織は，校長のリーダーシップのもとで教務主事をはじめ各主事が校長を補佐し，

各種委員会，部会において検討，作業した事項等を運営会議で審議・検討し，最終的に校長が意思決

定する体制となっている。校長，各主事，委員会等の役割・責任分担を明確にし，迅速かつ効果的な

意思決定を行える態勢を整備している。 

 事務組織は事務部長の下に，総務課，学生課の２課を置き，事務系，技術系職員が教員と緊密な連

携・協力体制を築いている。 

 管理運営に関する諸規則を十分に整備しており，各種委員会，事務組織及び付属施設が，学校運営

上役割を明確に分担し，機能的，効果的な活動を行っている。さらに，危機管理に係る体制も整備し

ている。 

本校の管理運営に関する自己点検・評価改善システムは，策定した具体策（PLAN）の達成に向けて

行った改善活動（DO）の点検結果（CHECK）を受けて，その改善に向けた対処を促し（ACTION），そ

れを受けて対応策を講じる（Re-PLAN）。そしてその策定された改善策に則った改善活動を行い

（DO），その成果を再び点検評価する（CHECK）という連続した一つの自己点検・評価改善（PDCA）

サイクルを構成している。本校独自の自己点検項目を設定し，自己点検結果を基に外部有識者から意

見を汲み上げ，自己点検・評価サイクルに反映させ，継続的改善を図っている。平成21年度には教育

研究活動及び管理運営等の総合的な状況に関し自己点検評価，外部評価を行い，その評価結果及び改

善実績を本校ウェブサイトに公開している。 

国内外のインターンシップ，キャリアガイダンス，技術士会会員や企業退職技術者による授業，海

外派遣，産学官・地域連携活動など多種多様な教育資源を活用して，学生の実践的な専門教育に取り

入れ，学生の資質向上に役立てている。 

本校の教育研究活動等の状況や，その活動の成果を広く社会に発信している。 

 

 

 


